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資料２－２

基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 一 基 本 的事 項 ①）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目（ 前文、 第一 基本的事項）

（ 過年度の経緯に関する 記載は削除。 ）
・ 2040年に向けて人口減少やサービス 需要の変化に地域差が生じ る こ と など、 第10期期間の前提と

なる 内容について。
・ 人材確保、 生産性向上によ る 職場環境改善、 経営改善に向けた支援について、 都道府県や市町村、

地域の関係者が対策を議論し 、 講じ ていく こ と 。

前文

・ 2040年に向けた地域包括ケアシス テムの深化と 地域共生社会の実現に関する 方向性について。
・ 国が介護人材確保や生産性向上、 経営改善支援、 科学的介護の推進を推進し ていく 役割がある こ と

について。

一 2 0 4 0 年に向けた地域包括ケアシス テムの深化と 地域共生社会の実現

・ 介護予防と 地域の支え合いを一体的に実施する 拠点の整備・ 運営について。１ 自立支援、 介護予防・ 重度化防止の推進

・ 地域の類型（ 中山間・ 人口減少地域、 大都市部、 一般市等） を踏まえたサービス 提供体制・ 支援体
制の構築について各類型の考え方について。

２ 地域の実情に応じ た介護給付等対象サービス の充実・ 強化

・ 入院のみなら ず、 外来・ 在宅、 介護と の連携等も 対象と なった新たな地域医療構想等と の接続の観
点から 、 地域における 様々な場面や主体間での医療・ 介護連携の重要性について。

３ 在宅医療の充実及び在宅医療・ 介護連携を図る ための体制の整備

・ 第10期期間中においても 引き 続き 総合事業の充実に向けて取組を進める こ と の重要性について。
・ 総合事業にかかる 継続利用要介護者が利用可能なサービス について。

４ 日常生活を支援する 体制の整備

・ 地域包括支援センタ ーと 居宅介護支援事業所の連携や役割分担等について。
・ 頼れる 身寄り がいない高齢者等への支援について、 地域ケア会議等を活用し ながら 地域全体で対応

を協議し 、 切れ目のない支援が提供さ れる 地域づく り を推進する こ と の重要性について。

５ 地域包括ケアシス テムの構築を進める 地域づく り と 地域ケア会議・ 生
活支援体制整備の推進

・ 家族介護者への相談支援について、 家族介護者支援に係る 実態・ ニーズを踏まえ、 複雑化・ 複合化
し た課題を抱える 高齢者と その家族への支援や、 家族介護者の働き 方の希望等に配慮し た支援の重
要性について。

６ 介護に取り 組む家族等への支援の充実

・ 認知症基本法の成立及び認知症施策推進基本計画の策定に伴う 記載内容の見直し 。７ 認知症施策の推進

・ 有料老人ホームに係る サービス の質や事業運営の透明性の確保について。
・ 改正住宅セーフティ ネッ ト 法を踏ま えた住宅部局と 福祉部局と の連携の重要性について。

８ 高齢者の住ま いの安定的な確保

（ 見直し 後の構成に基づき 整理）
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現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定



基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 一 基 本 的事 項 ②）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目（ 前文、 第一 基本的事項）

・ 介護人材確保、 生産性向上等によ る 職場環境改善に加えて、 経営改善支援の重要性。
・ 介護人材確保、 生産性向上等によ る 職場環境改善、 経営改善支援等について、 プラ ッ ト フォ ームや

協議会の構築・ 活用を中心に取組の全体像。

９ 地域包括ケアシス テムを支える 人材の確保及び介護現場の生産性の向
上の推進、 経営改善支援等

10 その他介護保険事業の円滑な実施を確保する ために必要な事項

・ 高齢者住ま いにおける 虐待防止や、 養護者に該当し ない同居者等から の虐待防止の推進について。（ 一） 高齢者虐待防止対策の推進

・ 国・ 都道府県・ 市町村に求めら れる 役割を整理し 、 介護現場に対する 指導や支援等を行う こ と の重
要性について。

（ 二） 介護現場の安全性の確保及びリ ス ク マネジメ ント の推進

―（ 三） 介護サービス 情報の公表

・ 国が整備し ている 介護サービス 事業者経営情報に関する データ ベース について。（ 四） 介護サービス 事業者経営情報の調査及び分析等

・ 介護施設等における 防災・ 減災対策を推進する ための計画的かつ着実な施設及び設備等の必要な整
備を行う こ と について。

・ 市町村によ る 支援・ 連携のも と 地域包括支援センタ ーと し ての業務継続に向けた計画等を策定し 、
平時から の業務整理、 地域における 関係構築、 訓練の実施等に活かすこ と について。

（ 五） 災害・ 感染症対策に係る 体制整備

二 介護保険事業（ 支援） 計画の作成に関する 事項

・ 2040年に向けた中長 期的な推計に基づき 、 共通の課題認識をも って議論を行う こ と や市町村を越え
た広域的な議論をする 体制の構築など、 都道府県と 市町村の議論プロ セス について。

１ 都道府県によ る 市町村支援並びに都道府県・ 市町村間及び市町村相互
間の連携

・ 医療・ 介護連携を推進する ため、 総合確保方針に基づく 医療と 介護の協議の場について、 介護保険
事業（ 支援） 計画の検討の初期段階で開催する 等の必要な取組を行う こ と の重要性について。

・ 本指針が今後策定さ れる 医療情報化推進方針に則し て定める と さ れている こ と を踏まえた対応。

２ 地域医療構想等と の整合性の確保

・ 介護給付の地域差について、 サービス 種類別、 要介護度別、 サービス の提供場所等の観点から 総合
的に分析し 、 その要因を明ら かにする よ う 努める こ と について。

３ 効果的・ 効率的な介護給付の推進

・ ロ ジッ ク モデルの活用や、 PDCAサイ ク ルに沿った計画策定の基本的な考え方について。４ 介護保険制度の立案及び運用に関する PDCAサイ ク ルの推進

―５ 保険者機能強化推進交付金等の活用

（ 見直し 後の構成に基づき 整理）
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現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定

基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ①）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関す
る 基本的事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する 基本
的事項

◎計画策定にあたり 、 ｢時間軸｣、 ｢地域軸｣の両視点を念頭に置く こ と に
ついて。

◎計画策定の前提と なる 地域の現状等を把握・ 分析する 際に参考と なる
指標。

１ 基本理念、 達成し よ う と する 目的及び地域
の実情に応じ た特色の明確化、 施策の達成状
況の評価等

１ 基本理念、 達成し よ う と する 目的及び地域
の実情に応じ た特色の明確化、 施策の達成状
況の評価等

◎中長 期的な推計に基づき 、 都道府県と 市町村が共有の課題認識を持っ
た上でサービス 提供のあり 方を議論する こ と の重要性について。

◎地域密着型サービス の整備促進について。
○計画策定の前提と なる 地域の現状等を把握・ 分析する 際に参考と なる

指標。
○分析対象と し て介護サービス の提供状況の地域差を示す指標。

２ 要介護者等の実態の把握等２ 要介護者等地域の実態の把握等

◎介護保険事業（ 支援） 計画作成委員会の構成員の例示と し て、 住宅関
係者を追加。

３ 都道府県介護保険事業支援計画の作成のた
めの体制の整備

３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体
制の整備

●老人福祉圏域を単位と する 広域的調整を進める ため、 意見交換をする
ための機関の設置等によ り 、 都道府県と 市町村がよ り 緊密な連携を図
る こ と の重要性について。

◎中山間・ 人口減少地域において人材確保やＩ Ｃ Ｔ 機器の活用等の生産
性向上に係る 支援を行う こ と や、 それでも なおやむを得ない場合に新
たな特例介護サービス や対象地域の検討を行う こ と について。

◎介護サービス の見込み量を適切に定める ために有料老人ホームやサー
ビス 付き 高齢者向け住宅の入居定員総数や入居者の状況等の把握に関
する 連携について。

○有料老人ホーム内等で提供さ れる 居宅サービス に対する ケアプラ ン点
検等の趣旨や観点（ 本人の自立支援や重度化防止等に資する こ と ） に
ついて。

４ 市町村への支援等４ 都道府県と の連携

◎中長 期的な推計（ 県は全県及び老人福祉圏域別のも の） を踏まえて第
10期の保険料や取組方針を定める こ と の重要性について。

５ 第10期の目標５ 第10期の目標

―６ 目標の達成状況の点検、 調査及び評価等並
びに公表

６ 目標の達成状況の点検、 調査及び評価等並
びに公表

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画
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現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定



基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ②）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

◎中長 期的な推計（ 県は全県及び老人福祉圏域別のも の） を踏まえて第
10期の保険料や取組方針を定める こ と の重要性について。

５ 第10期の目標５ 第10期の目標

―６ 目標の達成状況の点検、 調査及び評価等並
びに公表

６ 目標の達成状況の点検、 調査及び評価等並
びに公表

７ 市町村介護保険事業計画及び他の計画と の
関係

７ 他の計画と の関係

（ ●基本的記載事項から 移行。 ）（ 一） 市町村介護保険事業計画と の整合性の確
保

―（ 二） 都道府県老人福祉計画と の一体性（ 一） 市町村老人福祉計画と の一体性

―（ 三） 都道府県計画と の整合性（ 二） 市町村計画と の整合性

●介護保険事業（ 支援） 計画の作成過程における 都道府県や市町村の医
療・ 介護担当者等の関係者で議論すべき 内容や時期等に関する 基本的
な考え方について。

（ 四） 地域医療構想等と の整合性

○重層的支援体制整備事業に加えて、 小規模市町村における 新たな事業
について。

（ 五） 都道府県地域福祉支援計画と の調和（ 三） 市町村地域福祉計画と の調和

―（ 六） 都道府県高齢者居住安定確保計画と の調
和

（ 四） 市町村高齢者居住安定確保計画と の調和

○認知症基本法の成立及び認知症施策推進基本計画の策定に伴う 記載内
容の見直し 。

（ 七） 認知症施策推進基本計画を踏まえた取組（ 五） 認知症施策推進基本計画を踏ま えた取組

（ ◎その他の計画等と の調和について記載を簡素化し て整理。 ）（ 八） その他法律の規定によ る 計画等と の調和（ 六） その他法律の規定によ る 計画等と の調和

―８ その他８ その他

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画

4

現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定

基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ③）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載
事項

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

（ ◎圏域設定の考え方等に関する 項目を統合・ 整理。 ）１ 老人福祉圏域１ 日常生活圏域

◎2040年度を含む中長 期的な推計を行う こ と について。
○見込みや推計を定める 際、 高齢者向け住まいの整備状況や医療と の連

携の状況を勘案する こ と について。

２ 各年度における 介護給付等対象サービス の
種類ごと の量の見込み及び2040年度を含む中
長 期的な推計

２ 各年度における 介護給付等対象サービス の
種類ごと の見込み及び2040年度を含む中長 期
的な推計

○2040年度を含む中長 期的な推計を行う こ と について。
○見込みや推計を定める 際、 医療と の連携の状況を勘案する こ と につい

て。
○総合事業に係る 継続利用要介護者の利用可能なサービス について｡
○通いの場の参加率の目標値を2040年ま でに更新。
○介護予防と 地域の支え合いを一体的に実施する 拠点の整備・ 運営につ

いて。
○介護予防ケアマネジメ ント について居宅介護支援事業所によ る 直接実

施が可能と なる こ と について。

３ 各年度における 地域支援事業の量の見込み
及び2040年度を含む中長 期的な推計

◎2040年を見据えた中長 期的なサービス 提供体制の確保に関し て取り 組
むべき 事項（ 中山間・ 人口減少地域対応、 医療・ 介護連携、 高齢者向
け住まい、 人材確保・ 生産性向上等） について。

３ 2040年を見据えた中長 期的なサービス 提供
体制の確保に関し て取り 組むべき 事項

４ 2040年を見据えた中長 期的なサービス 提供
体制の確保に関し て取り 組むべき 事項

●都道府県が伴走的な支援や生活支援体制整備に係る プラ ッ ト フォ ーム
の構築と いった多様な主体と のつながり づく り 等の更なる 支援を行う
こ と の重要性等について。

○総合相談支援事業及び包括的・ 継続的ケアマネジメ ント 支援事業にお
いて頼れる 身寄り がいない高齢者等への支援を明確化する こ と に伴い、
相談支援体制が整備さ れている か確認する こ と について。

○総合事業に係る 継続利用要介護者の利用可能なサービス について｡

４ 市町村が行う 被保険者の地域における 自立
し た日常生活の支援、 要介護状態等と なる こ
と の予防又は要介護状態等の軽減若し く は悪
化の防止及び介護給付の適正化への取組への
支援に関する 取組及び目標設定

５ 被保険者の地域における 自立し た日常生活
の支援、 要介護状態等と なる こ と の予防又は
要介護状態等の軽減若し く は悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組及び目標設定

●介護人材確保、 生産性向上等によ る 職場環境改善、 経営改善支援等に
ついて、 プラ ッ ト フォ ームの構築・ 活用や目標設定など、 具体的な記
載事項や取組（ 人材推計の実施、 多様な人材の確保・ 育成、 離職防
止・ 定着促進・ 生産性向上、 経営改善支援、 介護職の魅力向上、 ハラ
ス メ ント への対応、 外国人材の受入環境整備等） について。

●生産性向上、 経営改善支援等については、 協議会の活用や目標設定な
ど、 具体的な記載事項や取組（ 介護事業者から の相談対応や伴走支援、
経営の協働化によ る 経営基盤の強化等） について。

●訪問看護に関する 総合的な支援について。

５ 地域包括ケアシス テムを支える 人材の確保、
介護現場の生産性の向上の推進、 経営改善支
援等及び目標設定

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画

5

現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定



基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ④）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

１ 地域包括ケアシス テムの深化・ 推進のため
の支援に関する 事項

１ 地域包括ケアシス テムの深化・ 推進のため
重点的に取り 組むこ と が必要な事項

◎既存会議体等を活用し た高齢者施設と 協力医療機関のマッ チング支援
について。

（ 一） 在宅医療・ 介護連携の推進（ 一） 在宅医療・ 介護連携の推進

◎一体的実施の取組に関し 、 質の向上及び量の拡充を図る フェ ーズに移
行し ている こ と について。

（ 二） 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的実
施

（ 二） 高齢者の保健事業と 介護予防の一体的実
施

○頼れる 身寄り がいない高齢者の相談対応等について、 総合相談支援事
業等に位置付ける こ と を明確化。

◎互助の推進について追記し 、 多様な主体の例示を拡充。
○地域の支え合い体制の状況把握の重要性について。
●都道府県が伴走的な支援や生活支援体制整備に係る プラ ッ ト フォ ーム

の構築と いった多様な主体と のつながり づく り 等の更なる 支援を行う
こ と の重要性等について。

（ 三） 生活支援・ 介護予防サービス の基盤整備
の推進

（ 三） 生活支援・ 介護予防サービス の基盤整備
の推進

◎頼れる 身寄り がいない高齢者等への支援について、 市町村が主体と
なって関係者を含めて地域全体で対応を協議し 、 必要に応じ て社会資
源の創出を図る など、 利用者への切れ目のない支援が提供さ れる 地域
づく り の推進、 都道府県によ る 支援。

○地域包括支援センタ ーが実施する 包括的支援事業（ 総合相談支援事業、
包括的・ 継続的ｹｱﾏﾈｼ゙ ﾒﾝﾄ支援事業） において、 頼れる 身寄り がいな
い高齢者等への相談対応等を行う こ と を明確化する こ と 、 地域の関係
者と の協働や多機関連携を更に推進し ていく こ と について。

（ 四） 地域ケア会議の推進（ 四） 地域ケア会議の推進

ー（ 五） 介護予防の推進

◎改正住宅セーフティ ネッ ト 法を踏まえた住宅部局と 福祉部局と の連携
の重要性について。

（ 六） 高齢者の居住安定に係る 施策と の連携（ 五） 高齢者の居住安定に係る 施策と の連携

○特に中山間・ 人口減少地域において、 真にやむを得ない場合における
高齢者事業の廃止・ 転用等について。

○新たな特例介護サービス について関係者の意見を聞く こ と の重要性。

２ 各年度における 介護給付等対象サービス の
種類ごと の見込量の確保のための方策

○総合事業の実施状況の評価の際、 各サービス ・ 活動の質の向上のため
に、 利用者の要介護度や利用者への効果に着目し て分析・ 評価を行う
こ と の重要性について。

３ 各年度における 地域支援事業に要する 費用
の額及びその見込量の確保のための方策

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画

6

現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定

基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ⑤）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

○特に中山間・ 人口減少地域において、 真にやむを得ない場合における
高齢者事業の廃止・ 転用等について。

２ 介護給付等対象サービス を提供する ための
施設における 生活環境の改善を図る ための事
業に関する 事項

○介護人材確保や生産性向上等によ る 職場環境改善に加えて、 経営改善
支援について。

○介護人材確保について、 プラ ッ ト フォ ームの構築・ 活用を中心に、 具
体的な記載事項や取組（ 多様な人材の確保・ 育成、 離職防止・ 定着促
進・ 生産性向上、 経営改善支援、 介護職の魅力向上、 外国人材の受入
環境整備等） 。

○生産性向上、 経営改善支援等に関し 、 協議会を活用し た取組の推進な
ど、 具体的な記載事項や取組について。

４ 地域包括ケアシス テムを支える 人材の確保
及び介護現場の生産性の向上の推進、 経営基
盤の強化等

３ 介護給付等対象サービス 及び地域支援事業
の円滑な提供を図る ための事業に関する 事項

５ 介護給付等対象サービス 及び地域支援事業
の円滑な提供を図る ための事業等に関する 事
項

（ 一） 介護給付等対象サービス

○総合事業に係る 継続利用要介護者が利用可能なサービス について。（ 二） 総合事業

○地域包括支援センタ ーの体制整備に向けた取組と し て、 居宅介護支援
事業所によ る 介護予防ケアマネジメ ント の直接実施等について。

○地域包括支援センタ ーの事業評価指標も 活用し ながら 機能強化を図る
重要性について。

○地域包括支援センタ ーの業務継続に向けた計画等の策定・ 見直し につ
いて。

（ 三） 地域包括支援センタ ーの設置、 適切な運
営及び評価並びに体制の強化

○家族介護者支援の充実に向けて、 家族介護支援事業をはじ めと し た各
種事業の効果的な活用や、 実態・ ニーズの適切な把握の重要性につい
て。

（ 四） 介護に取り 組む家族等への支援の充実

◎養護者に該当し ない者によ る 虐待防止にあたり 、 地域支援事業や包括
的相談支援・ アウ ト リ ーチ等を通じ た継続的支援の枠組みの活用につ
いて。

（ 五） 高齢者虐待防止対策の推進

◎国が構築する シス テムを活用し た事故情報の傾向把握、 都道府県によ
る 市町村への相談対応・ 助言等の重要性について。

（ 六） 介護現場の安全性の確保及びリ ス ク マネ
ジメ ント の推進

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画
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現時点のイ メ ージ

※ 法律改正事項については、 今後法案を提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定



基 本指 針 の 記載 事 項 に つ い て （ 第 二 市 町 村計 画 、 第 三 都 道 府 県 計 画 ⑥）

左記の項目に対応する 介護保険部会意見書等の記載事項項目②（ 第三 都道府県計画）項目①（ 第二 市町村計画）

◎認知症基本法の成立及び認知症施策推進基本計画の策定に伴う 記載内
容の見直し について。

４ 認知症施策の推進６ 認知症施策の推進

◎介護サービス 基盤の整備に当たり 、 特定施設の指定を受けていない有
料老人ホーム等における 要介護者等の状況を踏まえる こ と や、 必要に
応じ て、 特定施設への移行を促すこ と について。

５ 特定施設入居者生活介護の指定を受けてい
ない有料老人ホーム及びサービス 付き 高齢者
向け住宅の入居定員総数及び要介護者等の状
況

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けてい
ない有料老人ホーム及びサービス 付き 高齢者
向け住宅の入居定員総数及び要介護者等の状
況

―６ 介護サービス 情報の公表に関する 事項８ 地域包括支援センタ ー及び生活支援・ 介護
予防サービス の情報公表に関する 事項

―７ 介護サービス 事業者経営情報の調査及び分
析等

―９ 市町村独自事業に関する 事項

◎市町村によ る 支援・ 連携のも と 地域包括支援センタ ーと し ての業務継
続に向けた計画等を策定し 、 平時から の業務整理、 地域における 関係
構築、 訓練の実施等に活かすこ と 、 都道府県によ る 平時から の支援や
ネッ ト ワ ーク づく り の重要性について。

◎介護施設等における 防災・ 減災対策の一層の推進について。

８ 災害に対する 備えの検討10 災害に対する 備えの検討

◎市町村によ る 支援・ 連携のも と 地域包括支援センタ ーと し ての業務継
続に向けた計画等を策定し 、 平時から の業務整理、 地域における 関係
構築、 訓練の実施等に活かすこ と 、 都道府県によ る 平時から の支援や
ネッ ト ワ ーク づく り の重要性について。

９ 感染症に対する 備えの検討11 感染症に対する 備えの検討

（ 見直し 後の構成に基づき 整理） （ 脚注） ◎: 都道府県計画・ 市町村計画共通、 ○: 市町村計画、 ●: 都道府県計画
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※ 法律改正事項については、 今後法案を 提出し 、 成立し た後にその内容を 反映し た上で審議会で議論予定

現時点のイ メ ージ

参考資料



市町村介護保険事業計画

（ 需要量の算定等）

• 区域（ 日常生活圏域） の設定

• 各年度における 種類ごと の介護サービス 量の
見込み

• 各年度における 必要定員総数（ 地域密着に限る ）

• 各年度における 地域支援事業の量の見込み

• 介護サービ ス の種類ごと の量、 保険給付に要
する 費用の額、 地域支援事業の量、 地域支援
事業に要する 費用の額及び保険料の水準に関
する 中長 期的な推計（ 全ての市町村で実施）

• 介護予防・ 重度化防止等の取組内容及び目標

• その他の事項

地 域包 括 ケ ア シ ス テ ム の 実 現・ 深 化 に 向 け た 支 援 体 制 の 整 備 （ 全 体 像 ）

10

都道府県介護保険事業支援計画

（ 基盤整備）

• 区域（ 老人福祉圏域） の設定

• 市町村の計画を踏ま えた、 介護サービス 量の見
込み（ 区域毎）

• 各年度における 必要定員総数（ 区域毎）

• 市町村の計画を踏まえた、 介護サービスの種類ご
と の量に関する中長期的な推計（ 多く の都道府県で実施）

• 市町村が行う 介護予防・ 重度化防止等の支援内
容及び目標

• その他の事項

調整

• 市町村に加えて、 都道府県においても 2 0 4 0 年に向けた中長 期的な推計を 実施

⇒ 都道府県と 市町村が共通の課題認識を も つ

• 中長 期的な推計を 踏ま え、 地域における 2 0 4 0 年に向けたサービ ス 提供の在り 方に
ついて都道府県・ 市町村及び関係者間で議論

⇒ 中山間・ 人口減少地域対応、 高齢者向け住ま いなど 、 中長 期的な推計を踏ま
えた地域課題への対応

⇒ 医療介護連携、 人材確保・ 生産性向上など 、 市町村を越えた広域的な議論が
必要な課題については、 圏域単位等での議論も 実施

新たに計画への位置付け

介護保 険事 業支援 計画の 作成に 関する 検討体制

11

介護保険事業支援計画の策定に関し 都道府県に設置さ れた会議体の構成員

〇 介護保険事業支援計画の作成にあたり 、 全ての都道府県において、 有識者によ る 会議体を設置。
○ 有識者によ る 会議体には、 全ての都道府県において、 医師会、 老施協が構成員と し て参加し 、 歯科医師会、 看護協会、 老健協会、

介護支援専門員協会、 社会福祉協議会、 老人ク ラ ブ連合会、 認知症の人と 家族の会、 市町村長 会も 40を超える 都道府県で参加。
○ 介護保険事業支援計画の作成にあ たっ ての県庁内の検討体制には、 30 以上の都道府県において、 保健・ 医療担当部局や地域福

祉・ 共生担当も 参加。

（ 出典） 厚生労働省老健局介護保険計画課調べ（ 令和７ 年８ 月に各都道府県に対し 調査を実施）

（ 都道府県数）
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老人福 祉圏 域に お け る 議論の 状況①

12

介護保険事業支援計画について老人福祉圏域単位で
調整・ 協議する ための会議体の有無等の状況

〇 都道府県において、 老人福祉圏域単位で会議体を設置し 会議を開催し ている も の（ 定期・ 随時） は20都道府県であり 、 いずれの
取組も 行っていないも のは14県。

○ 都道府県によ る 老人福祉圏域の構成市町村に対する 指導・ 助言の内容のう ち、 「 圏域別の中長 期の将来推計の提示」 は14都道県、
「 サービス 提供体制の確保を図る ため、 支援を要する 市町村への調整・ 支援」 は７ 府県で行われている 。

14

15

16

7

圏域別の中長 期の将来推計（ 人口

動態、 サービス 見込量等） の提示

介護保険事業支援計画と 介護保険

事業計画の整合性の確保のための

調整

圏域別のサービ ス 見込量や必要入

所定員・ 整備計画等を 定める 際の

事前協議・ 調整

構成市町村における サービ ス 提供

体制確保を 図る ため、 支援を 要す

る 市町村間の調整や支援

0 5 10 15 20

老人福祉圏域の構成市町村に対する
指導・ 助言等の状況

9

11

13

14

老人福祉圏域単位で会議体を 設置

し 、 定期的に会議を開催

会議体は設置し てないが、 必要に

応じ 、 老人福祉圏域を 単位と する

意見交換や説明会等を開催

会議体は設置し ていないが、 必要

に応じ 、 老人福祉圏域別の資料を

作成し 、 構成市町村に配布

いずれも 行っ ていない（ 老人福祉

圏域単位での取組はない）

0 5 10 15

（ 出典） 厚生労働省老健局介護保険計画課調べ（ 令和７ 年８ 月に各都道府県に対し 調査を実施）

（ 都道府県数） （ 都道府県数）

老人福 祉圏 域に お け る 議論の 状況②

〇 介護保険事業支援計画の作成にあ たり 作成さ れる 老人福祉圏域別のサービ ス 見込量は、 在宅系サービ ス 、 施設系サービ ス 、 居住
系サービス のいずれについても 、 構成市町村が算出し た見込量の積み上げによ り 設定する 都道府県が最も 多い。

○ 医療計画と 介護保険事業計画の整合性を 図る ための協議を 行った会議体と し ては、 地域医療構想調整会議に都道府県の介護部局
が参加する も のが最も 多く 、 次いで、 都道府県や市町村の医療・ 介護担当者等の関係者によ る 「 協議の場」 を活用し たも のが多い。

（ 出典） 厚生労働省老健局介護保険計画課調べ（ 令和７ 年８ 月に各都道府県に対し 調査を実施）

6

15

12

14

老人福祉圏域を 単位と し て設置す

る 会議体

地域医療構想調整会議（ 都道府県

の介護部局が参加）

都道府県や市町村の医療・ 介護担

当者等の関係者によ る 協議の場

未回答・ その他

0 5 10 15 20

介護部局と し て、 医療計画と 介護保険事業支援計画の
整合性の確保を 図る ための協議を 行っ た会議体

（ 都道府県数）

【 「 その他」 の内容】
・ 地域医療構想調整会議に市町村の介護保険担当部局が参加
・ 都道府県介護保険事業支援計画の作成のために設置する 会議体に医療部局

が参加
・ 圏域毎に市町村・ 医療関係者も 含めた説明会を実施
・ 文書等によ る 調整
・ 特段協議の場は設けていないが、 計画策定にあたり 、 医療部局に適宜相談

42

39

42

4

6

4

1

1

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅系

施設系

居住系

構成市町村が算出し た見込量の積み上げによ り 設定

構成市町村と 事前に協議・ 調整の上で設定

都道府県が独自に算定し た見込量を 設定

その他

第９ 期計画における 老人福祉圏域別の
サービ ス 見込量設定の考え方

（ 都道府県数）

13



地 域の 類 型 の 考 え 方

（ 地域の類型の考え方）

○ 「 中山間・ 人口減少地域」 「 大都市部」 「 一般市等」 における 対応は、 当該地域の需給状況や個々のニーズ等と 併せて、 今後の
2040年を 見据えた対応も 踏ま え つつ、 介護保険事業（ 支援） 計画の策定プロ セス に着目し て、 それぞれの地域類型を 意識し ながら 、
都道府県・ 市町村等の関係者間でサービ ス 基盤の維持・ 確保に向けた議論を 行う こ と が必要であ る 。 地域の類型の区分の考え方につ
いては、 第10期介護保険事業計画期間に向けた「 介護保険事業に係る 保険給付の円滑な実施を 確保する ための基本的な指針」 （ 以下
「 基本指針」 と いう 。 ） において示すこ と が必要であ る 。

（ 中山間・ 人口減少地域）

○ 「 中山間・ 人口減少地域」 については、 サービ ス 提供の維持・ 確保を 前提と し て、 利用者への介護サービ ス が適切に提供さ れる よ
う 、 住民の理解の下、 新たな柔軟化のための枠組みを 設ける 必要がある 。 その際、 当該枠組みが必要である 地域に限定し た対応と す
る ため、 対象と なる 地域を 特定する こ と が適当であ る 。

○ 対象地域の範囲は、 特別地域加算の対象地域を 基本と し つつ、 さ ら に、 地域の実情に応じ た柔軟な対応が可能と なる よ う 、 高齢者
人口の減少に着目し た範囲の考え方など 、 今後、 都道府県・ 市町村における 検討の支援のため、 社会保障審議会介護給付費分科会
（ 以下「 介護給付費分科会」 と いう 。 ） 等で議論を 行い、 国において一定の基準を 示すこ と が必要であ る 。 ま た、 同一市町村内でも
エリ アによ り 高齢者人口の減少の進展は異なる ため、 市町村内の一部エリ アを 特定する こ と も 可能と する こ と が適当であ る 。

○ 対象地域の特定については、 新たな柔軟化のための枠組みの導入の検討に応じ て、 介護保険事業（ 支援） 計画の策定プロ セス にお
いて、 市町村の意向を 確認し 、 都道府県が決定する こ と が適当であ る 。

介護保険制度の見直し に関する 意見（ 社会保障審議会介護保険部会） （ 抜粋）
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高齢者人口
（ サービス 需要）

2040年

• 高齢者人口が2 0 4 0 年にかけて増加し 続け、 サービス 需要が急増する 地域。 増加する 介護ニー
ズに応える 仕組みを検討する 必要。

• 多様なニーズに対応し た多様なサービス を提供する と と も に、 ICTやAI技術など民間活力も 活
用し たサービ ス 基盤を整備する こ と が重要。

• 高齢者人口が増減し 、 サービ ス 需要の状況が2 0 4 0 年ま での間に増加から 減少へ転じ る 地域。
既に、 中山間や人口減少エリ アを抱えている 地域も ある と 考えら れる 。

• 近い将来に「 中山間・ 人口減少地域」 になる こ と を 見越し て、 早い段階から 準備を 進め、 必要
に応じ た柔軟な対応を図っていく 必要。

• 高齢者人口が減少し 、 サービ ス 需要が減少する 地域。 利用者への介護サービス が適切に提供さ
れる よ う 、 その需要に応じ て計画的にサービス 基盤の維持・ 確保を 図る 必要。

• 住民の理解のも と 、 サービス 提供の維持・ 確保を前提と し て、 柔軟な対応を講じ ていく こ と が
必要。

一 般 市 等

大 都 市 部

中山間・ 人口減少地域

特 例介 護 サ ービ ス の 枠 組 み の 拡 張

人員配置
基準

指 定・ 登 録

地 域

報 酬

類 型

国で定める 基準に従い都
道府県等が条例で規定

指定権者によ る 指定

全国（ 地域限定なし ）

全国一律の介護報酬

指定サービス

居宅・ 施設サービス 等

国で定める 基準（ 指定
サービス よ り 緩和） に
従い都道府県等が条例
で規定

市町村等（ 保険者） に登録

全国（ 地域限定なし ）

全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定

基準該当サービス

居宅サービス 等

特例介護サービ ス

規定なし

市町村等（ 保険者） に登録

厚生労働大臣が定める
地域（ 告示）

離島等相当サービス

全国一律の介護報酬を
基準に市町村等で設定

居宅サービス 等

中山間・ 人口減少地域

国で定める 基準（ 基準該当サービス と 同等
又は緩和） に従い、 都道府県が条例で規定

※ 職員の負担や質の確保への配慮が前提

地域の実情に応じ た包括的な評価の仕組み

の設定も 可

居宅サービス 等＋施設サービス

新たな類型案

市町村等（ 保険者） に登録
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（ 特例介護サービ ス の枠組みの拡張）

○ （ 略） 地域の実情に応じ てサービ ス 提供体制を 維持・ 確保する ため、 人材確保、 Ｉ Ｃ Ｔ 機器の活用等の生産性向上の方策など 、 自
治体が必要な施策を 講じ た上で、 それでも なおやむを 得ない場合、 中山間・ 人口減少地域に限定し た特例的なサービ ス 提供を 行う 枠
組みと し て、 特例介護サービ ス に新たな類型を 設ける こ と が適当である 。

○ こ の新たな類型においては、
・ 職員の負担への配慮の観点から 、 職員の賃金の改善に向けた取組、 Ｉ Ｃ Ｔ 機器の活用、 サービ ス ・ 事業所間での連携等を 前提に、

管理者や専門職の常勤・ 専従要件、 夜勤要件の緩和等を 行う こ と
・ サービ ス の質の確保の観点から 、 市町村の適切な関与・ 確認や、 配置職員の専門性への配慮を 行う こ と を 前提と する こ と
が考えら れ、 今後、 詳細な要件について、 介護給付費分科会等で議論する こ と が適当である 。

なお、 こ れら の要件が自治体で厳し く 解釈さ れる と 、 必要な配置基準の緩和が進ま なく なる のではないかと の意見があっ た。

介護保険制度の見直し に関する 意見（ 社会保障審議会介護保険部会） （ 抜粋）



特 例介 護 サ ービ ス ご と の 活 用・ 運 用 の イ メ ー ジ

都道府県の役割

・ 実施要綱の策定

（ 登録手続き 、 報酬設定等）

基準該当サービス 離島等相当サービス新たな類型案

対象地域 全国

中山間・ 人口減少地域 離島等

・ 配置基準等に係る 条例策定

市町村の役割

・ 対象地域の設定

・ 配置基準等に係る 条例策定
（ なし ）

・ 実施要綱の策定

（ 登録手続き 、 報酬設定等）

※包括的な評価の仕組みも 設定可

・ 実施要綱の策定

（ 登録手続き 、 報酬設定等）

実
施
ル
ー
ル
の
策
定

対象事業所の手続き ・ 事業所が市町村に登録 ・ 事業所が市町村に登録 ・ 事業所が市町村に登録

＜配置基準等＞

（ 厳格） （ 緩和）
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（ 包括報酬）

✓月単位・ 定額で算定（ 要介護度や事業者の体制を踏ま えた多段階）

✓各種加算も 大く く り で包括化、 簡素な仕組みに

※標準的な提供回数を 超える 分等は、 別途算定

地 域の 実 情 に 応 じ た 包括 的 な 評 価 の 仕 組 み

17

（ 現行: 出来高報酬）

✓サービ ス 内容・ 提供時間に応じ て回数単位・ 出来高で算定

✓各種加算は事業所の体制や利用者の状態に応じ たサービ ス
提供等を 踏ま えて回数単位・ 出来高で算定

（ 地域の実情に応じ た包括的な評価の仕組み）

○ 中山間・ 人口減少地域においては、 利用者の事情によ る 突然のキャ ン セルや利用者宅間の移動に係る 負担が大き く 、 ま た、 高齢者
人口の減少に伴う サービ ス 需要の縮小、 季節によ る 繁閑の激し さ 等から 、 年間を 通じ た安定的な経営が難し く 、 サービ ス 基盤の維持
に当たっ ての課題と なっ ている 。

○ こ のため、 特例介護サービ ス の新たな類型の枠組みにおいて、 安定的な経営を 行う 仕組みと し て、 例えば訪問介護について、 現行
のサービ ス 提供回数に応じ た出来高報酬と 別途、 包括的な評価（ 月単位の定額払い） を 選択可能と する こ と が適当である 。

○ （ 略） 具体的な報酬設計については、 利用者像ご と に複数段階の報酬区分を 設定する こ と や、 区分支給限度基準額と の関係性にも
配慮し つつ包括化の対象範囲を 設定する など 、 き め細かな報酬体系と する 方向で検討を 進める 必要があ る 。 こ う し たこ と も 踏ま えて、
報酬水準の設定に当たっ ては、 現状の十分なデータ 分析の下、 包括的な評価の仕組みを 導入する 事業者の経営状況や、 サービ ス 提供
状況等に与える 影響を 考慮し つつ、 今後、 介護給付費分科会等で議論する こ と が適当である 。

○ ま た、 ニーズを 有する 地域の事業者が迅速に対応でき る よ う 、 希望する 自治体においては、 第1 0 期介護保険事業計画期間中の実施
を 可能と する こ と を 目指し 、 第９ 期介護保険事業計画期間中に検討を 進める こ と が適当であ る 。

【 包括的な評価の仕組みのイ メ ージ】

介護保険制度の見直し に関する 意見（ 社会保障審議会介護保険部会） （ 抜粋）



介護サ ービ ス を 事 業と し て 実 施す る 仕組 み

○ 中山間・ 人口減少地域における 介護サービ ス 基盤の維持・ 確保のため、 給付の枠組みの中で、 特例介護サービ ス の新たな類型や、

当該類型を 活用し た包括的な評価の仕組みの創設を 検討。 今後、 2040年を 見据える と 、 サービ ス を 提供する 担い手だけでなく 、 更な

る 利用者の減少が進む地域も 想定さ れる 中、 こ う し た給付によ る 特例の仕組みを 活用し ても 、 なおサービ ス 提供体制を 維持する こ と

が困難なケース が想定さ れる 。

※ 現在は、 自治体がかかり ま し の移動コ ス ト を 負担する ケース や、 自治体の後押し によ り 、 介護ソ フ ト 等のＩ Ｃ Ｔ の活用や、 地域の診療所・ ケアマネ

ジャ ー・ 他の介護サービス 事業所と の連携を 密に行う こ と によ り 対応し ている 実態がある 。

○ 地域の選択肢の一つと し て、 契約に基づき 利用者本位でサービ ス を 選択する と いう 介護保険の制度理念を 維持する と と も に、 利用

者が住み慣れた地域を 離れ、 在宅での生活を 継続する こ と が困難と なる 状況を 防ぐ 観点から 、 給付の仕組みに代え て、 市町村が関与

する 事業によ り 、 給付と 同様に介護保険財源を 活用し 、 事業者がサービ ス 提供を 可能と する こ と が考えら れる 。

〇 こ う し た観点を 踏ま えて、 中山間・ 人口減少地域において、 市町村が、 地域における サービ ス 需要の状況やサービ ス 提供体制の実

情に応じ て、 柔軟にサービ ス 基盤を 維持・ 確保し ていく こ と ができ る よ う 、 特例介護サービ ス と あ わせて、 市町村が、 事業と し て、

給付の仕組みと 同様、 介護保険財源を 活用し て柔軟に実施でき る 選択肢を 設ける こ と が考えら れないか。
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＜事業によ る 仕組みを 活用する こ と が想定さ れる ケ ース ＞

①通常の訪問圏域を越えて訪問

訪問圏域

②他サービス 事業所から 訪問

通所介護等

訪問機能＋

③複数近隣自治体にま たがる 訪問

A市B市

C市

出来高の報酬
（ 現行）

＜収入のイ メ ージ＞

包括的な評価
（ 特例介護サービス

の新たな類型）

事業によ る 仕組み 上記に加えて、 中山間・ 人
口減少地域における 追加的

な経費等を勘案

新たな事業のポイ ン ト

○ 地域密着型サービ ス のう ち、 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 小規模多機能型居宅介護
及び看護小規模多機能型居宅介護の制度創設以降の請求事業所数の推移を みる と 、 夜間対応型訪問介護は平成28年度
以降、 横ばい傾向が続いており 、 小規模多機能型居宅介護は令和４ 年度を ピ ーク に減少に転じ ている 。

○ 定期巡回随時対応型訪問介護看護
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○ 小規模多機能型居宅介護

○ 夜間対応型訪問介護
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○ 看護小規模多機能型居宅介護

出典: 介護給付費等実態統計月報（ 各年４ 月審査分）
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37.3%

5.5%

53.2%

2.3%

11.0%

63.3%

5.6%

58.9%

3 .3%

8.9%

33.3%

6.9%

60.4%

3.8%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収支が安定しない・経営が難しい

事業所が考える普及の必要性と保険者の整備

方針に齟齬がある

人員の確保が困難である

その他

特にない

全体(n= 381)

0％未満(n= 83 )

0％以上(n= 133)

※無回答を除外し て集計

49 .3%

43 .2%

64 .8%

26 .9%

50 .7%

1 1.5%

0% 20% 4 0% 60% 80% 1 00%

地域の他の在宅系サービスとの獲得競争が激しい

人件費が高騰している

夜勤可能者の確保が困難である

人材育成体制が不足している

職員に多様な役割が求められる

その他 n= 227

○ 小規模多機能型居宅介護の新規開設の疎外要因と し て、 多く の事業所が「 収支が安定し ない・ 経営が難し い」 、 「 人員の確
保が困難である 」 を 挙げている 。

○ 「 収支が安定し ない・ 経営が難し いこ と の要因」 と し て、 「 利用者や家族における 認知度が不足し ている 」 が、 「 人員確保
にあたっての疎外要因」 と し て、 「 夜勤可能者の確保が困難である 」 が最も 多く 挙げら れている 。

新規開設する にあたっての阻害要因（ 収支差率別） 人員確保にあたっての阻害要因

収支が 安定しな い・ 経営が 難しいことの要因

27 .0%

28 .2%

27 .6%

2 9.9%

54 .6%

25 .3%

36 .8%

31 .6%

8 .6%

35 .1%

40 .8%

3 3 .9%

14 .4%

12 .1%

8 .6%

0% 20% 40% 60% 8 0% 100 %

市場（ 地域の在宅介護利用者数見込み） が小さい

住民ニーズ（ 地域住民の在宅介護に対する需要） がない

訪問介護や通所介護等といった代替となり得る在宅系サービスが地域に充実している

施設系サービスが地域に充実している

利用者や家族における認知度が不足している

今まで利用していた訪問介護等の在宅系サービスが継続できなくなる

登録前に利用していたケアマネジャーを変更する必要がある

（ サービスの特徴は認知されているが、） ケアマネジャーからの紹介がない

自治体が設定した日常生活圏域が広く、移動に時間・費用がかかる

要介護度ごとに設定された報酬に差がある

ケアマネジャーに小多機の特徴が十分に認知されていない

医療機関等に小多機が十分に認知されていない

地域包括支援センターに小多機の特徴が十分に認知されていない

収支が安定するために必要な利用者数や、それに対応するための職員数が分からない

その他

n= 174

※無回答を除外し て集計

※無回答を除外し て集計

出典: 令和３ 年度老人保健健康増進等事業「 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び（ 看護） 小規模多機能型居宅介護の普及等に関する 調査研究事業」 20
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56 .7%

7 .3%

67 .6%

12 .4 %

4 .0%

8 .7%

74 .3%

5 .4 %

62 .2%

12 .2 %

6 .8 %

2 .7%

57 .6%

7 .2%

60 .8%

10 .4%

3 .2%

11 .2%

0 .0% 20.0% 40.0% 60 .0% 8 0.0% 100 .0%

収支が安定しない・経営が難しい

事業所が考える普及の必要性と保険者の整…

人員の確保が困難である

連携先となる訪問看護事業所の確保が困難…

その他

特にない

全体( n= 275 )

0% 未満( n= 74 )

0% 以上( n= 12 5 )

32 .7%

32 .0%

15 .3%

6 3 .3%

7 0.0%

30 .0%

7 .3%

0 .0 % 20.0% 40 .0% 6 0.0% 80 .0% 100 .0%

地域の他の訪問系サービスとの獲得競争が激しい

訪問介護員の人件費が高騰している

看護職員の人件費が高騰している

夜勤可能者の確保が困難である

訪問介護員の魅力が低く、なり手がいない

人材育成体制が不足している

その他
n= 150

9.0%

18.6%

8.3%

16.7%

40.4%

15.4%

25.0%

48.1%

20.5%

77.6%

36.5%

22.4%

11.5%

35.9%

0 .0% 20.0% 40 .0% 6 0.0% 80 .0% 100 .0%

市場（ 地域の在宅介護利用者数見込み） が小さい

住民ニーズ（ 地域住民の在宅介護に対する需要） がない

訪問介護や夜間訪問といった代替となり得る訪問系サービスが地域に充実している

施設系サービスが地域に充実している

利用者や家族における認知度が不足している

今まで利用していた訪問介護や夜間訪問等の訪問系サービスが継続できなくなる

（ サービスの特徴は認知されているが、） ケアマネジャーからの紹介がない

自治体が設定した日常生活圏域が広く、移動に時間・費用がかかる

要介護度ごとに設定された報酬に差がある

ケアマネジャーに定期巡回サービスの特徴が十分に認知されていない

医療機関等に定期巡回サービスが十分に認知されていない

地域包括支援センターに定期巡回サービスの特徴が十分に認知されていない

収支が安定するために必要な利用者数や、それに対応するための職員数が分からない

その他

n= 156 ※ 無回答を除外して集計
21

新規開設する にあたっての阻害要因（ 収支差率別） 人員確保にあたっての阻害要因

収支が 安定しな い・ 経営が 難しいこと の要因

※ 無回答を除外して集計※ 無回答を除外して集計

出典: 令和３ 年度老人保健健康増進等事業「 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護及び（ 看護） 小規模多機能型居宅介護の普及等に関する 調査研究事業」

○ 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護の新規開設の疎外要因と し て、 多く の事業所が「 収支が安定し ない・ 経営が難し い」 、
「 人員の確保が困難である 」 を挙げている 。

○ 「 収支が安定し ない・ 経営が難し いこ と の要因」 と し て、 「 ケアマネジャ ーに定期巡回サービス の特徴が十分に認知さ れて
いない」 が、 「 人員確保にあたっての疎外要因」 と し て、 「 訪問介護員の魅力が低く 、 なり 手がいない」 が最も 多く 挙げら れ
ている 。
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１ ． 地域医療構想の見直し 等【 医療法、 地域における 医療及び介護の総合的な確保の促進に関する 法律等】
① 地域医療構想について、 2040年頃を見据えた医療提供体制を確保する ため、 以下の見直し を行う 。

・ 病床のみなら ず、 入院・ 外来・ 在宅医療、 介護と の連携を含む将来の医療提供体制全体の構想と する 。
・ 地域医療構想調整会議の構成員と し て市町村を明確化し 、 在宅医療や介護と の連携等を議題と する 場合の参画を 求める 。
・ 医療機関機能（ 高齢者救急・ 地域急性期機能、 在宅医療等連携機能、 急性期拠点機能等） 報告制度を設ける 。
厚生労働大臣は、 医療計画で定める 都道府県において 達成すべき 五疾病・ 六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のあ る 取組及び当該取組の

効果に係る 評価の実施が総合的に推進さ れる よ う 、 都道府県に対し 、 必要な助言を行う も のと する 。
都道府県は、 その地域の実情を踏ま え、 医療機関がその経営の安定を図る ために緊急に病床数を削減する こ と を支援する 事業を行う こ と ができ る こ と と する と と も に、 医療機関が当該事業

に基づき 病床数を 削減し たと き は、 厚生労働省令で定める 場合を 除き 、 医療計画において定める 基準病床数を 削減する も のと する 。 ま た、 国は、 医療保険の保険料に係る 国民の負担の
抑制を図り つつ持続可能な医療保険制度を構築する ため、 予算の範囲内において、 当該事業に要する 費用を負担する も のと する 。

② 「 オンラ イ ン 診療」 を 医療法に定義し 、 手続規定やオンラ イ ン診療を受ける 場所を提供する 施設に係る 規定を整備する 。
③ 美容医療を行う 医療機関における 定期報告義務等を 設ける 。

２ ． 医師偏在是正に向けた総合的な対策【 医療法、 健康保険法、 総確法等】
① 都道府県知事が、 医療計画において「 重点的に医師を確保すべき 区域」 を定める こ と ができ る こ と と する 。

保険者から の拠出によ る 当該区域の医師の手当の支給に関する 事業を設ける 。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（ 新規開設の事前届出制、 要請勧告公表、 保険医療機関の指定期間の短縮等） する 。
③ 保険医療機関の管理者について、 保険医と し て一定年数の従事経験を持つ者である こ と 等を要件と し 、 責務を課すこ と と する 。

3 ． 医療DXの推進【 総確法、 社会保険診療報酬支払基金法、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律等】
① 必要な電子診療録等情報（ 電子カルテ情報） の医療機関での共有等や、 感染症発生届の電子カルテ情報共有サービ ス 経由の提出を可能と する 。

政府は、 医療情報の共有を通じ た効率的な医療提供体制の構築を促進する ため、 電子診療録等情報の電磁的方法によ る 提供を実現し なければなら ない。
政府は、 令和12年12月31日ま でに、 電子カルテの普及率が約100％と なる こ と を 達成する よ う 、 ク ラ ウ ド ・ コ ンピ ュ ーティ ング・ サービ ス 関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、

医療機関の業務における 情報の電子化を実現し なければなら ない。
② 医療情報の二次利用の推進のため、 厚生労働大臣が保有する 医療・ 介護関係のデータ ベース の仮名化情報の利用・ 提供を可能と する 。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る 母体と し て名称、 法人の目的、 組織体制等の見直し を 行う 。

ま た、 厚生労働大臣は、 医療DXを 推進する ための「 医療情報化推進方針」 を策定する 。 その他公費負担医療等に係る 規定を整備する 。

（ その他）
・ 政府は、 令和８ 年４ 月１ 日に施行さ れる 外来医師過多区域等に関する 規定の施行後３ 年を目途と し て、 外来医師過多区域において、 新たに開設さ れた診療所の数が廃止さ れた診療所の数を

超える 区域がある 場合には、 当該区域における 新たな診療所の開設の在り 方について検討を加え、 その結果に基づいて所要の措置を講ずる も のと する 。
・ 政府は、 都道府県が医師手当事業を行う に当たり 、 保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べる こ と ができ る 仕組みの構築について検討を加え、 必要がある と 認める と き は、 その結

果に基づいて所要の措置を講ずる も のと する 。
・ 政府は、 こ の法律の公布後速やかに、 介護・ 障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する 事業に従事する 者と 比較し て低い水準にある こ と 、 介護・ 障害福祉従事者が従事する 業務が身体的及

び精神的な負担の大き いも のである こ と 、 介護又は障害福祉に関する サービ ス を担う 優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対する サービ ス の水準の向上に資する こ と 等に
鑑み、 現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を 図り つつ介護・ 障害福祉従事者の人材の確保を図る ため、 介護・ 障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、 その処遇の状況等を踏ま
えて検討を加え、 その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずる も のと する 。

施 行 期 日

改 正 の 概 要

医療法等の一部を改正する 法律の概要

高齢化に伴う 医療ニーズの変化や人口減少を見据え、 地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する 体制を構築する ため、 地域医療構想の見直し 等、 医師偏

在是正に向けた総合的な対策の実施、 こ れら の基盤と なる 医療DXの推進のために必要な措置を 講ずる 。

令和９ 年４ 月１ 日（ ただし 、 一部の規定は公布日（ １ ①の一部及びその他の一部） 、 令和８ 年４ 月１ 日（ １ ②、 ２ ①の一部、 ②及び③並びにその他の一部） 、 令和８ 年10月１ 日（ １ ①の
一部） 、 公布後１ 年以内に政令で定める 日（ ３ ①の一部） 、 公布後１ 年６ 月以内に政令で定める 日（ ３ ③の一部） 、 公布後２ 年以内に政令で定める 日（ １ ③及び３ ③の一部） 、 公布後３ 年

以内に政令で定める 日（ ２ ①の一部並びに３ ①の一部及び３ ②） 等）

改 正 の 趣 旨

等

※赤字は、 衆議院によ る 修正部分

こ のほか、 平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、 表現の適正化を行う 。
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2 0 4 0 年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革

● オン ラ イ ン 診療の法定化・ 基準の明示
● オン ラ イ ン 診療受診施設の設置者によ る 届出 等

オン ラ イ ン 診療の推進

医療DXの推進

● 電子カ ルテ情報共有サービ ス の構築・ 普及、 次の感染症危機
に備えた電子カ ルテ情報の利用等

● マイ ナ保険証１ 枚で医療費助成を 受けら れる 仕組みの整備等
● 公的DBの利用促進など の医療等情報の二次利用の推進
● 社会保険診療報酬支払基金を 、 医療DXに係る シス テム 開発・

運用主体と し て抜本的に改組 等 ● 美容医療を 行う 医療機関等の報告・ 公表の仕組みの導入
（ 報告事項）

 安全管理措置の実施状況/専門医資格の有無/相談窓口の
設置状況等

・ 関係学会によ る ガイ ド ラ イ ン 策定 等

美容医療への対応

その他、 下記の措置を 行う
・ 一般社団法人立医療機関に対する 非営利性の徹底
● 持ち分なし 医療法人への移行計画の認定期限の延長 （ ※） 等

2 0 4 0 年頃を 見据えた新たな地域医療構想

● 入院医療だけではなく 、 外来・ 在宅医療、 介護と の連携、 人

材確保等を 含めた地域の医療提供体制全体の課題解決を 図る 新

たな地域医療構想の策定

・ 病床の機能区分（ 高度急性期、 急性期、 回復期、 慢性期） に

ついて「 回復期機能」 を 「 包括期機能」 と し て位置付け

● 医療機関機能（ 高齢者救急・ 地域急性期機能、 在宅医療等連

携機能、 急性期拠点機能、 専門等機能、 医育及び広域診療機

能） の報告制度の創設

・ 二次医療圏を 基本と し た地域での協議のほか、 都道府県単位

での協議、 在宅医療等のよ り 狭い区域での協議を 実施

・ 新たな構想の取組を 推進する ための総合確保基金の見直し

● 都道府県知事の権限（ 医療機関機能報告の創設に伴う 必要な

機能の確保、 基準病床数と 必要病床数の整合性の確保等）

● 厚労大臣の責務明確化（ データ 分析･共有、 研修等の支援策）

● 新たな地域医療構想に精神医療を 位置付ける

医師偏在対策

＜医師確保計画の実効性の確保＞
● 「 重点医師偏在対策支援区域」 の設定
・ 「 医師偏在是正プラ ン 」 の策定

＜地域の医療機関の支え合いの仕組み＞
・ 医師少数区域等での勤務経験を 求める 管理者要件の対象医療機

関の公的医療機関等への拡大等

● 外来医師過多区域における 、 新規開業希望者への地域で不足
する 医療や医師不足地域での医療の提供の要請・ 勧告・ 公表と 、
保険医療機関の指定( ６ 年から ３ 年等への短縮) を 連携し て運用

● 保険医療機関の管理者要件

＜経済的イ ン セン ティ ブ等＞
● 重点医師偏在対策支援区域における 支援を 実施

 診療所の承継・ 開業・ 地域定着支援
 派遣医師･従事医師への手当増額

→保険者から 広く 負担を 求め、 給付費の中で一体的に捉える
 医師の勤務･生活環境改善、 派遣元医療機関への支援
※ 医師偏在への配慮を 図る 観点から 、 診療報酬の対応を さ ら

に検討

・ 全国的なマッ チン グ 機能の支援

・ 医師養成過程を 通じ た取組

※「 ●」 は法律事項

（ ※） 現行の期限（ 令和８ 年12月31日） から 更に３ 年延長 。
本制度に係る 税制優遇措置の延長 については、 令和８ 年度税制改正要望を行う 。

2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する 意見
令和６ 年12月25日社会保障審議会医療部会
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医療・ 介護における 地域レ ベルごと の各種計画の策定について

基本指針
・ 介護保険事業に係る 保険給付の円滑な実施を確保する

ための基本的な指針を 定めたも の
※ 都道府県・ 市町村が作成する 介護保険事業（ 支援）

計画への記載事項等を示し たも の。

国

都
道
府
県

市
町
村

整合性の確保

第10期介護保険事業（ 支援） 計画（ 令和９ 年度～）

市町村介護保険事業計画
・ 区域（ 日常生活圏域） の設定
・ 各年度における 種類ごと の介護サービス 量の

見込み
・ 各年度における 必要利用定員総数（ 認知症

GH,地密特養、 地密特定/日常生活圏域別）
等

都道府県介護保険事業
支援計画

・ 区域（ 老人福祉圏域） の設定
・ 市町村の計画を踏ま えて、 各年度におけ

る 種類ごと の介護サービス 量の見込み
・ 各年度における 必要入所定員総数（ 老人

福祉圏域別）
等

保険料の

設定等

基盤整備

提出
広域的調整を

図る ために
必要な支援

基盤整備

※ 新たな地域医療構想において、 在宅医療や介護

と の連携等を議題と する 場合に参画を想定。

地域医療構想

基本方針・ 地域医療構想策定ガイ ド ラ イ ン
・ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する 体制の確保

を 図る ための基本的な方針を定めたも の
・ 地域の実情に応じ た地域医療構想の策定と 実現に向

けた取組等に関する ガイ ド ラ イ ン

市町村

圏
域

（ ※）

老人福祉圏域

地域医療構想
・ 構想区域（ 原則、 二次医療圏） の設定
・ 構想区域ごと の医療需要・ 必要病床数の推計
・ 医療需要等を踏ま えた医療提供体制の検討

等

地域医療構想調整会議
・ 地域の医療機関が担う べき 病床機能や、

地域医療構想の達成の推進に関する 協議
・ 都道府県医療計画に盛り 込む事業に関する

協議

整合性の確保
（ 在宅医療等の整備目標
や介護サービ ス の種類毎

の量の見込み）
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資料２

社会保障審議会
介護保険部会（ 第121回）

令和7年６ 月２ 日

有料老人ホ ーム に おけ る 望ま し い サ ービ ス 提供の あ り 方に 関する 検討会と り ま と め （ 概要 ）

 多様なニーズを 抱える 高齢者が、 希望と 状態像に応じ て住ま いと 介護サービ ス を 選択でき る こ と が重要。
 こ のため、 入居する 要介護者等の安全性の確保、 住ま い・ 介護サービ ス の選択プロ セス の透明性の向上、 ニーズに応じ た介護サービ ス が

提供可能な体制整備に向けた対応の方向性を 検討。
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 有料老人ホームにおける 安全性及びサービス の質の確保

○ 安全性の確保やサービス の適切な選択の確保の必要性から 、 中重度の要介護者や、 医療ケアを要する 要介護者、
認知症の方など を入居対象（ ※） と する 有料老人ホームについて、 登録制と いった事前規制を導入する 必要性
（ ※） 実態と し てこ れら の者が入居し ている 場合や、 中重度以上になっても 住み続けら れる 場合も 含む

○ こ う し た一定以上の介護等を必要と する 高齢者の住ま いである こ と を 踏ま えた人員・ 施設・ 運営等に関する 基準
を設ける 必要性

 入居者によ る 有料老人ホームやサービス の適切な選択

○ 契約締結に際し 事前の重要事項説明の実施や、 入居契約書の事前交付の義務付けの必要性

○ 入居希望者や家族、 ケアマネジャ ー、 医療SW等が活用し やすい情報公表シス テムの構築の必要性

 入居者紹介事業の透明性や質の確保

○ 現行の事業者団体によ る 届出公表制度を前提に、 公益社団法人等が一定の基準を満たし た入居者紹介事業者を優
良事業者と し て認定する 仕組みの必要性

○ 紹介事業者によ る 入居希望者への明確な説明や、 紹介手数料の算定方法等（ 月当たり 家賃・ 管理費等の居住費用
がベース と なる こ と ） の公表の必要性

 有料老人ホームの定義（ 「 食事の提供」 の明確化の必要性）

 介護保険事業( 支援) 計画の策定に向けた対応（ 住宅型有料老人ホームの情報を自治体が把握でき る 仕組みの必要性）

○ 事業運営の質の維持のため、 更新制や、 一定の場合に更新を拒否する 仕組みの必要性

○ 行政処分を受けた事業者について、 役員等の組織的関与が認めら れる 場合には、 一定期間、 事業所の開設を制
限する 仕組みの必要性

○ 事業廃止や停止等の場合において、 有料老人ホーム運営事業者が、 入居者の転居支援、 介護サービス 等の継続
的な確保、 関係機関や家族等と の調整について、 行政と 連携し ながら 責任を持って対応する 必要性

○ ケアマネ事業所やケアマネジャ ーの独立性を担保する 体制確保の必要性

○ 入居契約と ケアマネジメ ント 契約が独立し ている こ と 、 契約締結のプロ セス にかかる 手順書やガイ ド ラ イ ンを
ま と めておき 、 入居希望者に明示する と と も に、 行政が事後チェ ッ ク でき る 仕組みの必要性

○ 介護サービス 等と 同一・ 関連事業者の場合、 住ま い事業と 介護サービ ス 等事業の会計が分離独立し て公表さ れ、
その内訳や収支を含めて確認でき る 必要性

○ 介護保険事業計画においてニーズに応じ て適切に特定施設を含む各サービス の必要量を見込むこ と が重要であ
り 、 入居者が必要と する 介護サービス が特定施設と 変わら ない場合等に特定施設への移行を促す必要性

１ ． 有料老人ホ ーム の運営及びサービ ス 提供のあり 方

２ ． 有料老人ホ ーム の指導監督のあ り 方

３ ． 有料老人ホ ーム における いわゆる 「 囲い込み」 対策のあ り 方

• 住ま いやサービス の種類が
複雑で、 情報の非対称性が
高い

• 高額手数料など入居者紹介
事業の透明性に疑念のある
事例

サービ ス 選択における
課題

• 届出制のも と での自治体
の指導監督に限界

• 自治体によ る 有料老人
ホーム入居者の介護サー
ビス 利用実態が把握困難

• 総量規制によ り 、 特定施
設の指定を受けら れない

自治体の指導監督･ニー
ズ把握における 課題

サービ ス の質の確保に
おける 課題

• 緊急時の対応や、 認知症
等の専門的ケアを必要と
する 要介護者の安全確保
に課題

• 住宅型有料老人ホーム の
ケアプラ ン作成への関与
等によ り 、 併設事業者等
への誘導、 過剰サービ ス
提供のおそれ

等

等

等

令和７ 年11月５ 日
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規 模別 の 地 域・ 圏 域 に お け る サ ー ビ ス 提 供 体 制 の あ り 方 に 関 す る 議 論 に
あ た っ て の 観点 と デ ー タ （ 案）

検討のためのデータ検討の観点

○以下のデータ について、 各区域に加えて、
都道府県内全体の体制等も 踏ま えて検討。

 人口推計（ 2040､2050）

 認定者数、 受給者数

 介護サービス 見込量

 介護サービス 事業所、 医療機関数

 高齢者向け住ま い（ 有料､サ高住､軽費､
養護等） の戸数、 入居者の状況 等

 介護人材確保の状況

 医療介護連携・ 在宅医療の状況

 介護保険施設、 居住系サービス の医療
ニーズへの対応状況

○区域内にアク セス の課題がある 地域が含
ま れる 場合には、 当該地域における 以下
のよ う な取組についても あわせて検討。

 当該地域に居住する 利用者へのサービ
ス 提供に関する 支援

 隣接市町村等を通じ た介護・ 医療サー
ビス の確保 等

【 大都市部】

 高齢者人口が2040年にかけて増加し 続け、 介護サービス 需要の増加が見込ま れる が、 一
方で、 生産年齢人口の減少によ り 介護人材の確保が更に困難と なる 中、 需要に対応する
ため、 新たな介護サービス 事業者や担い手と なる 人材を持続的に確保し 続ける こ と がで
き る か。  等

【 一般市等】

 高齢者人口やサービス 需要の増減率やピ ーク と なる 時期は多様であり 、 同一市町村内に
は、 「 大都市部」 や「 中山間・ 人口減少地域」 に相当する 特色を有する 地域も ある 等、
丁寧に議論の単位と なる 地域を 設定し 、 介護サービス 提供体制の議論を行う こ と が必要。
住民の理解のも と 、 地域の実情に応じ 、 柔軟な対応を 講じ ていく こ と ができ る か。 等

大都市部
・

一般市等

 高齢者人口が増減し 、 介護サービス 需要の状況が2040年ま での間に増加から 減少へ転じ
る こ と が見込ま れ、 既に、 中山間や人口減少エリ アを 抱えている 地域も ある が、 こ のよ
う な地域において、 2040年やその先に向けても 持続可能な介護サービ ス 提供体制や介護
人材 を確保・ 維持でき る か。

 介護サービス や介護人材が既に相対的に極めて少ない中で、 中山間・ 人口減少地域を対
象と し た新たな取組の活用や周辺自治体から の介護サービス や介護人材確保や異なる 法
人・ サービス 種別も 含めた事業者間連携等を 通じ て、 必要な介護サービス の提供が継続
さ れる 体制を確保する こ と を議論し てはどう か。

中山間・
人口減少地域
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介 護給 付 等 対象 サ ー ビ ス の 種類 ご と の 量 の 見 込 み を 定 め る に 当 た っ て
参 酌す べ き 標準

現に利用し ている 者の数、 居宅要介護者の利用に関する 意向及び指定地域密着型サービ ス の量の見込みを

勘案し て、 量の見込みを定める こ と 。

訪問介護、 訪問入浴介護、 訪問看護、
訪問リ ハビリ テーショ ン、 通所介護又
は通所リ ハビリ テーショ ン 及び短期入
所生活介護又は短期入所療養介護

一 訪問介護、 訪問入浴介護、 訪問看護、 訪問リ ハビリ テーショ ン、 通所介護又は通所リ ハビリ テーショ ン及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護

三 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護、 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模
多機能型居宅介護

現に利用し ている 者の数に加え、 訪問介護等を 利用し ている 者等であって、 今後、 重度の要介護者、 単
身又は夫婦のみの高齢者世帯、 認知症の高齢者等と なる こ と によ っ て、 毎日複数回のサービス 提供によ る
日常生活全般の支援が必要になる と 見込ま れる 者の増加等を踏ま え、 そのよ う な者が可能な限り 、 住み慣
れた地域において継続し て日常生活を営むこ と ができ る よ う 、 地域の実情等を勘案し て、 量の見込みを定

める こ と 。
なお、 単に利用者の表面的な意向を確認する だけでなく 、 上記を踏ま え、 利用者の潜在的なニーズも 把

握し て量の見込みを定める こ と 。

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護は、 現に利用し ている 者の数、 居宅要介護者の数及びその地域の利用に関する 意向
等、 その地域の実情を 勘案し て、 量の見込みを定める こ と 。

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護は、 現に利用し ている 者の数、 居宅要介護者の数及びその地域の利用に関する 意

向等、 その地域の実情を勘案し て、 量の見込みを 定める こ と 。
認知症対応型通所介護

現に利用し ている 者の数及び利用に関する 意向並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び
介護老人福祉施設への入所を必要と する 高齢者の状況、 介護療養施設サービス 及び医療療養病床から 介護
保険施設等（ 指定介護療養型医療施設を 除く 、 ） への転換予定など その地域の実情を勘案し て量の見込み
を定める こ と 。

特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護医療院サービス

四 特定施設入居者生活介護、 認知症対応型共同生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 介護福
祉施設サービス 、 介護保健施設サービス 及び介護医療院サービス

介護保険事業に係る 保険給付の円滑な実施を 確保する ための基本的な指針（ 令和６ 年１ 月19日厚生労働省告示第18号） （ 抜粋）

別表
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介護予防・ 日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における 議論の中間整理（ 概要） ①

総合事業の充実に向けた基本的な考え方

○ 2025年以降、現役世代が減少し医療・介護専門職の確保が困難となる一方で、85歳以上高齢者は増加していく。また、こうした
人口動態や地域資源は地域によって異なる。

○ こうした中、高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくためには、市町村が中心となって、医療・介護専門職がより専門性
を発揮しつつ、高齢者や多様な主体を含めた地域の力を組み合わせるという視点に立ち、地域をデザインしていくことが必要。

○ 総合事業をこうした地域づくりの基盤と位置づけ、その充実を図ることで高齢者が尊厳を保持し自立した日常生活を継続できるよう
支援するための体制を構築する。

8 5 歳以上人口の増加 現役世代の減少

地域で暮らす人やそこにあるものは地域によって様々

高齢者を含む
多世代の地域住民

N PO・企業など
の多様な主体

介護事業者等
の専門職等

市町村

総合事業で
地域の力を
組合せる

強み

強み強み

強み
様々な活動

専門的な支援
社会参加・
つながり

地 域 共 生
社会の実現

介護予防・
認知症施策

※ 85歳以上になると要介護
認定率は上昇

※ 専門人材等の担い手不足が
進行

地域の力を引き出し地域づくりをプロデュース
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○ 高齢者の地域での生活は、医療・介護専門職との関わりのみならず、地域の住民や産業との関わりの中で成立するもの。また、高齢
者自身も多様な主体の一員となり、地域社会は形作られている。

○ 総合事業の充実とは、こうした地域のつながりの中で、地域住民の主体的な活動や地域の多様な主体の参入を促進し、医療・介
護の専門職がそこに関わり合いながら、高齢者自身が適切に活動を選択できるようにするものである。

○ 総合事業の充実を通じ、高齢者が元気なうちから地域社会や医療・介護専門職とつながり、そのつながりのもとで社会活動を続け、
介護が必要となっても必要な支援を受けながら、住民一人ひとりが自分らしく暮らし続けられる「地域共生社会」の実現を目指していく。

多様な主体の参入を促進

要介護や認知症フレイル～要支援元気～フレイル予防

地域との
関わり

医療・介護
との関わり

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ趣味 就労買い物外出

高齢者自身が多様な選択肢をつなげ生活

医療・介護専門職とのつながりは希薄

心身の機能の低下により少しずつのあきらめがはじまる

総合事業の実施主体は介護サービス事業者が大宗を占める

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ

趣味 就労
買い物外出

総合事業

適切かつ十分な医療・介護サービスの提供

住民ｺﾐｭﾆﾃｨ 買い物外出

これまでどおりの生活の選択肢をあきらめてしまう

様々な医療・介護サービス

地域との
関わり

医療・介護
との関わり

適切な介入によりこれまでの生活に

地域の人と資源がつながり地域共生社会の実現や地域の活性化

引き続き選択を継続

8 0 歳・8 5 歳になっても
選択肢をつなげ生活

充実

地域がチームとなって総合事業を展開

選択肢の拡大
尊厳を保持し自立した生活

専門職 専門職

主体的な参加

早期発見

早期からの
つながり

適切な選択の支援

サービスサービス

介護予防・ 日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会における 議論の中間整理（ 概要） ②

高齢者や多様な主体の参画を通じ た地域共生社会の実現・ 地域の活性化
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複合的な課題を抱える 高齢者の増加に対応する ための
相談体制・ ケアマネジメ ント 体制の整備

頼れる 身寄り がいない高齢者等に対する 相談窓口の明確化等

頼れる 身寄り がいない高齢者等への支
援に資する 地域ケア会議の活用推進

介護予防支援・ 介護予防ケ アマネジメ ン ト
の在り 方の見直し

30

（※）頼れる身寄りのない高齢者や独居の認知症高齢者等を
総称して「頼れる身寄りがいない高齢者等」という。

地域の実情に応じ て在宅介護支援センタ ーと も 協働

頼 れ る 身 寄 り が い な い 高 齢 者 等 が 抱 え る 課 題 の 解 決 に 際 し て
つ な が る べ き 関 係 者 ・ 関 連 事 業 等 の 例

○ 頼れる 身寄り がいない高齢者等が抱える 課題と し て、 生活支援、 財産管理、 身元保証、 死後事務など が挙げら れる 。

○ こ う し た課題の解決方法と し ては、 地域ケ ア会議など を 活用し て地域課題と し て必要な資源を 整理する こ と に加え、 地域の多様な
主体によ る 取組、 民間サービ ス 、 公的な制度・ 事業（ 頼れる 身寄り がいない高齢者等の支援を 行う 第二種社会福祉事業（ 福祉部会報
告書参照） 、 生活困窮者自立支援制度、 成年後見制度） など 、 必要なニーズに対応し た関係者・ 関連事業等につなげていく こ と が考
え ら れる 。

• 通院の送迎・ 付き 添い生活支援

• 買い物の同行、 物品購入

• 日用品や家具の処分

• 介護保険サービ ス 等に係る 手続き の代行

• 定期的な収入（ 年金等） ・ 支出（ 公共料金
等） に係る 手続き 代行

財産管理

• 生活費の管理

• 財産の保存、 管理、 売却等に係る 手続き 代行

• 入退院・ 入退所時の手続き 支援身元保証

• 緊急連絡先の指定の受託、 緊急時の対応

• 死亡や火葬に係る 手続き 代行死後事務

• ラ イ フ ラ イ ン の停止に関する 手続き 代行

• 残置物などの処理に係る 手続き 代行

• 墓地の管理・ 撤去に係る 手続き 代行

頼れる 身寄り がいない高齢者等が抱える 課題の例 つながる べき 関係者・
関連事業等の例

※ 「 ケアマネジメ ント に係る 諸課題に関する 検討会の中間整理」 （ 令和６ 年12月）
及び 総務省行政評価局「 身元保証等高齢者サポート 事業における 消費者保護の推進
に関する 調査結果報告書」 （ 令和５ 年８ 月） も と に整理

生活支援コ ーディ ネータ ーと 協働し 、
地域の多様な主体によ る 社会資源の発
掘・ 創出、 ネッ ト ワ ーク 構築

・ NPO団体
・ ボラ ンティ ア団体
・ 互助組織（ 老人ク ラ ブ等）
・ 住民主体の取組 など

民間のサービ ス につなぐ

・ 高齢者等終身サポート 事業
・ 信託銀行によ る サービ ス
・ 保険外サービス など

公的な制度・ 事業の活用

・ 頼れる 身寄り がいない高齢者等の
支援を行う 第二種社会福祉事業
（ 福祉部会報告書参照）

・ 生活困窮者自立支援制度
・ 成年後見制度 など

➥出雲市の例

➥朝来市の例

➥岡崎市の例

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
協
力
の
も
と

地
域
課
題
と
し
て
必
要
な
資
源
を
整
理

専
門
性

高
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頼 れ る 身 寄 り が い な い 高 齢 者等 を 支 え る 地 域 で の 取 組 例

○ 頼れる 身寄り がいない高齢者等を 支える ための方策と し て、 地域包括支援セン タ ーやケアマネジャ ーによ り 抽出さ れた地域課題を 地域
ケ ア会議で検討し 資源を 見える 化・ 活用、 生活支援コ ーディ ネータ ーが中心と なり 住民団体のネッ ト ワ ーク 構築を 促進、 民間事業者等と
の官民連携を 通し て身元保証・ 生活支援・ 死後事務など のサービ ス を 提供する 事業を 創出、 と いっ た取組が行われている 。

地域包括支援センタ ー・ ケアマネジャ ー主導型
の取組（ 兵庫県朝来市）

• ケアマネジャ ーの困り ごと の中から 身寄り の
ない高齢者への支援が地域課題と し て挙がり 、
地域包括支援センタ ーや居宅介護支援事業所
が中核と なって、 身寄り のない高齢者に関す
る 課題を検討する ワ ーキン グを地域ケア会議
の中に設置。

• 主任ケアマネジャ ー、 司法書士、 医師、 薬剤
師、 医療ソ ーシャ ルワ ーカー等の多分野の関
係者によ る 議論を経て、 「 身寄り のない人を
支える 資源マッ プ」 を作成。 困り ご と に応じ
た制度・ 資源の例や活用ポイ ント が整理さ れ
ており 、 相談支援時に活用。

住民主体型の取組（ 島根県出雲市） 官民連携型の取組 （ 愛知県岡崎市）

• 独居高齢者や身寄り のない高齢者の増加に伴い、
生活支援ニーズに応えていく ためのボラ ンティ
アの役割の重要性や、 たすけあい活動を通じ た
社会参加・ 介護予防と し ての効果にも 着目。

• 地域の住民間で高齢者等を支え合う 互助団体が
市内に17団体存在し 、 家事支援や通院付添い等
の活動を実施（ 利用料500～1400円／時） 。

• こ う し た団体の強みを活かし つつ、 今後の担い
手確保など の課題に対応でき る よ う 、 市が団体
の連絡会や地域ケア会議を連動さ せる 体系を 整
備し 、 住民主体団体の取組を支援する と と も に、
生活支援コ ーディ ネータ ーを中心と し た高齢者
等にかかる 個別課題解決の場づく り を推進。

• 多様化する 社会課題や市民ニーズに対応する
ため、 公共サービス を 行政のみでなく 、 民間
事業者等を含めた多様な担い手と の連携によ
る 良質かつ効率的なサービス の提供を目指し 、
金融機関をコ アメ ンバーと する 「 岡崎市SDGs
公民連携プラ ッ ト フ ォ ーム」 を 設置。

• 終末期の支援をパッ ケージで提供する ため、
本プラ ッ ト フ ォ ームのス キーム を活用し 、
「 終活応援事業」 を創設。

• 居住支援法人や法律事務所、 司法書士事務所
母体の法人、 葬儀社など の民間事業者と 岡崎
市と で協定を締結し 、 市民の求めに応じ て必
要なサービス の情報を 提供。
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認知症総合支
援事業

認知症総合支
援事業

認知症初期集
中支援チーム
認知症地域支

援推進員

○個別ケースの支援内容を通じた

①高齢者の自立支援に資するケアマネジメント 支援

②地域支援ネット ワークの構築

③地域課題の把握 などを行う。

※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。

個別の
ケアマネジメント

個別の
ケアマネジメント

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（ 全てのケース
について、多職
種協働により適
切なケアプランを

検討）

サービス
担当者会議
（ 全てのケース
について、多職
種協働により適
切なケアプランを

検討）

地域ケア個別会議（ 主に地域包括支援センターが主催）地域ケア個別会議（ 主に地域包括支援センターが主催） 生活支援
体制整備事業

生活支援
体制整備事業

生活支援コーディ
ネーター
協議体

在宅医療･介護連
携推進事業

在宅医療･介護連
携推進事業

郡市区医師会等
連携を支援する専

門職等

地域ケア会議の推進

地域ケア会議は、

〇地域包括支援センター等において、多職種協働による個別ケースの検討等を行い、ケアマネジメント支援、地域のネットワーク構築、地域課題の把握等を行い、

〇市町村は、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや政策形成に結びつけていく。

※地域ケア会議の実施にかかる費用については、包括的支援事業（ 社会保障充実分） に係る費用として計上

緊
密
な
連
携

〇地域ケア個別会議等で集約した地域課題等を踏まえ、

④地域づくりや地域で必要な資源の開発

⑤政策の立案・提言 などを行う。

※介護保険事業計画等への位置づけなど

地域ケア推進会議（ 市町村が主催）地域ケア推進会議（ 市町村が主催）

≪主な構成員≫

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、柔
道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、（ 管
理） 栄養士、公認心理師 など

保健医療に関する専門的知識を有する者保健医療に関する専門的知識を有する者

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、医療ソー
シャルワーカー など

民生委員、生活支援コーディネーター、就労的活動支援
コーディネーター、協議体の構成員、認知症地域支援推進
員、若年性認知症支援コーディネーター、ヤングケアラー・
コーディネーター など

市区町村社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、
介護サービス事業所、企業、農業協同組合、生活協同組
合、公民館、自治会 など

民生委員その他の関係者民生委員その他の関係者

福祉に関する専門的知識を有する者福祉に関する専門的知識を有する者

関係機関・関係団体関係機関・関係団体

＜地域ケア会議の全体像＞

※その他必要に応じて参加者を調整
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家族介護者支援マニュ アルの作成・ 周知

• 平成29年度「 介護離職防止のための地域モデルを 踏ま えた支援手法の整備事業」 （ 委託先: 三菱UFJリ サーチ＆コ ンサルティ ング株式会社）

によ り 、 地域包括支援セン タ ーが地域の相談ニーズにも と づいて適切に家族介護者支援を 行う ための手法を 整備する こ と を 目的と し
て、 地域類型別の事例収集、 ニーズ把握のための実態調査、 支援マニュ アルの作成を 実施。

家族介護者支援マニュ アル
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「 介護者本人の人生の支援」 をキーワ ード に、 ４ つの過程に沿って標準的な支援手法を整理し 、 先進的に取り 組む自治体の事例や活動団体によ る 支援用
フ ォ ーマッ ト も 掲載。

仕事と 介護の両立支援、 虐待等リ ス ク の早期発見など のポイ ン ト を
整理。 ケアラ ー支援団体作成のアセス メ ント ツ ールも 掲載。

１ ． 介護者アセス
メ ント の導入

個別の相談対応につなげる ためのネッ ト ワ ーク と し て、 医介連携、
総合事業によ る 側面支援、 地域ケア会議の活用に加え、 企業・ 事業
所の人事労務担当者や社労士など も 含めた検討についても 例示。

２ ． 多様な専門職
の支援ネッ ト ワ ー
ク の形成

介護者が地域から 孤立し ないよ う な支援と し て、 生活支援コ ーディ
ネータ ーなど によ る 地域づく り 、 見守り ネッ ト ワ ーク 、 庁内連携に
よ る 仕事と 介護の両立に関する 講座の事例など を掲載。

３ ． 地域づく り ・
ま ちづく り の視点

行政、 包括、 居宅介護支援事業所等が協働し て施策を 企画・ 立案す
る にあたって、 地域における 世帯のニーズ把握のための調査項目例
や、 企画会議の開催例を 紹介。

４ ． 介護離職防止
への接近

▼大阪府堺市でのダブルケア
相談窓口（ 基幹型包括に、 介
護と 子育てのいずれも 相談で
き る 窓口を設置）

▼福岡県での休日街かど
相談（ 商業施設を活用し 、
仕事と 介護の両立支援の
ための相談会を 株式会社
に委託し て実施）

地域包括支援センタ ーの土日開所等の促進

11. センタ ーに対し て、 平日以外の窓口（ 連絡先）
の設置を義務付けている か。

10. センタ ーに対し て、 夜間・ 早朝の窓口（ 連絡
先） の設置を 義務付けている か。

市町村指標

11. 平日以外の窓口（ 連絡先） を 設置し 、 窓口を 住
民にパンフ レ ッ ト やホームページ等で周知し て
いる か。

10. 夜間・ 早朝の窓口（ 連絡先） を 設置し 、 窓口を
住民にパンフ レ ッ ト やホームページ等で周知し
ている か。

センタ ー指標

• 地域包括支援セン タ ーの事業評価指標に、 夜間・ 早朝・ 平日以外の窓口（ 連絡先） 設置に係る 指標を 設定。

• 夜間・ 早朝・ 平日以外の窓口（ 連絡先） を 設置し ている 地域包括支援セン タ ーは９ 割以上へ増加。

「 地域包括支援セン タ ーの事業評価を通じ た機能強化について（ 通知） 」 （ 平成30年７ 月４ 日振興課長 通知、 最終改正: 令和６ 年
６ 月７ 日） よ り 。 令和６ 年度に指標の見直し を行っ たが、 同様の指標を引き 続き 設定し ている 。
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地域包括支援センタ ーの事業評価指標

地域包括支援センタ ーにおける 土日開所等の状況

59.4%
26.4%

11.9%
2.4%

H2 9
( n= 5,079 )

77.1%

16.4%

6 .2%
0.3%

R 0 5
( n= 5 ,348)

平日以外の窓口（ 連絡先） の設置・ 周知

56.1%
27.4%

14.0%
2.4%

H2 9
( n= 5 ,079 )

74.1%

18.0%

7.6%
0.3%

R 0 5
( n= 5 ,348 )

夜間・ 早朝の窓口（ 連絡先） の設置・ 周知

【 出典】 平成30 年度・ 令和６ 年度地域包括支援センタ ー運営状況調査

設置は9 2 .1 ％ 設置は9 3 .5 ％



○ 介護保険法（ 平成９ 年法律第123号）
（ 地域支援事業）

第百十五条の四十五 （ 略）
２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地

域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他

のこれらを促進する事業

生活支援体制整備事業（ 生活支援コーディネーターの配置・協議体の設置） の標準額
■第１ 層（ 市町村区域） 8 ,0 0 0 千円 × 市町村数（ ※1）
■第２ 層（ 日常生活圏域） 4 ,0 0 0 千円 × 日常生活圏域の数

（ ２ ） 協議体の設置 10,858箇所（ R6.3）
地域の多様な主体間の連携･協働を 推進し 生活支援コ ーディ ネータ ーの活動を 支援・ 補完。

（ １ ） 生活支援コ ーディ ネータ ー（ 地域支え合い推進員） の配置 9,403人（ R6.3）
多様な主体によ る 多様な取組のコ ーディ ネート 機能を 担い、 一体的な活動を 推進。

○地域に不足するサービスの創出（ 既存の活動と地
域をつなげることを含む）

○サービスの担い手（ ボランティアを含む） の養成
○元気な高齢者をはじめとする多世代の住民が担い

手として活動する場の確保 など

（ ※1） 指定都市の場合は行政区の数、一部事務組合及び広域連合の場合は構成市町村の数 （ ※2） 地域包括支援センター以外の場所に配置した場合等は4,000千円

生活支援体制整備事業について

生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置により、「市町村が中心となって」「多様な主体による多
様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、地域の支え合いの体制づくりを推進していく」もの（ 地域支援事業実施要綱より）

○多様な主体を含む関係者間の情報共有
○サービス提供主体間の連携の体制づくり など

資 源 開 発 ネット ワーク構築

○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッ
チング な
ど

ニーズと取組のマッチング

住民主体の
活動団体

地域運営組織 NPO法人 協同組合 民間企業
社協・

社会福祉法人
保険外サービス

等の実施者

★左記のほか、以下の事業も生活支援体制整備事業として実施が可能
・生活支援コーディネーターを中心とした相談支援連携体制構築事業 8 ,0 0 0 千円（ ※2） × 市町村数（ ※1）
・住民参画・官民連携推進事業 4 ,0 0 0 千円 ×市町村数（ ※1）
・就労的活動支援コーディネーター（ 就労的活動支援員） の配置 8 ,0 0 0 千円 × 市町村数（ ※1）

等
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生活支援共創プラット フォームの構築

○ 高齢者の地域での生活は、医療・介護のみならず、地域の交通・産業・商業などの経済活動や住民による取組など多様な主体と
の関わりの中で成立するもの。

○ 市町村が、高齢者の尊厳ある自立した生活を支えるための地域包括ケアシステムの深化・推進を図るためには、こうした介護保険
制度の領域を越えた活動との連携を深めることが重要であり、国・都道府県にプラットフォームを置き、地域共生社会の実現に寄与。

国

都
道
府
県

市
町
村

全国版プラット フォームの構築
（ 府省庁・全国規模の団体）

都道府県版プラットフォームの構築
（ 関係部局・都道府県規模の団体）

地域包括ケアシステム
（ 地域の多様な主体）

 国において地域医療介護総合確保基金（ 介護従事者確保分）
の１ メニュー※として位置づけ運用を支援
※ 「地域の支え合い・助け合い活動に係る担い手確保事業」のイ「助け合いによる生活支援の担い手の養成事業」

（ 高齢者を含む生活支援の担い手の養成等を行うための経費に対し助成する事業） の一部

 令和６ 年度の調査研究事業で都道府県向けプラットフォーム構築
の手引きを整備し、令和７ 年度以降の構築を支援

 HPの運用による恒常的な情報発信・相互交流
 定期的にシンポジウム等を開催

 このほか、都道府県・市町村・生活支援コーディネーター向け研修を実施等

 介護保険制度における地域支援事業の実施等
 同事業における生活支援体制整備事業において協議体を設置、令和６ 年度には更

なる活性化のため「住民参画・官民連携推進事業」※を新設
※生活支援コーディネーターがタウンミーティング等を行い、地域の医療・介護関係者、多様な主体（ 民間企業や多世代の地域住

民等） とともに地域課題の洗い出しと解決策の検討を行った上で、民間企業等を活用した地域での生活支援や介護予防活
動・社会参加活動・就労的活動に資する事業の企画・立案～実装～運営（ モデル的実施を含む） を行う事業

地域における 多様な主体の共創の充実
掃除、洗濯、調理、買い物、見守り、移動（ 交通） 、住まい、居場所、食事、健康、医療、介護、学び、文化・芸術、（ 多世代） 交流

スポーツ・レクリエーション、まちづくり、ボランティア・地域活動、就労、後継者、防災・防犯、農地、環境保全

令和７ 年度以降
順次構築を支援
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介護予防・ 地域さ さ えあいサポート 拠点整備モデル事業（ R６ 年度補正予算）

● 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）

□ 実施主体： 市町村（１０か所）
□ 補助率： 国１０／１０
□ 事業スキーム

国 市町村

● 介護予防・地域ささえあいサポート拠点（イメージ図）

● 背景
＜現在＞

通いの場は、住民主体の介護予防の取組を推進する場として、高齢者の社会参加を促
すとともに、支え合い機能や多世代交流の場として地域共生社会の実現の一翼を担って
いる。

＜今後＞
・高齢者の健康寿命を延伸するために、更なる介護予防の取組が重要
・人口が減少している地域や中山間地域等を中心に、高齢者支援の担い手が減少
・身近な場所での介護予防の取組を効果的に支援するための拠点が必要
・人口減少等に伴い、地域のニーズに応じて、子育て支援や障害者支援等の機能も担う

● 施策の目的
・身近な場所での介護予防の取組を効果的に支援するため

の拠点をモデル的に整備
・人口減少・中山間地域等において、あわせて地域のささえ

あいを効果的に下支えする機能をモデル的に実施

● 施策の概要
高齢者の健康寿命延伸に資する介護予防の取組を中心に、
地域で支え合い、多様な機関や関係者が連携して取組を支
援する拠点を、人口減少・中山間地域等に整備するモデル
事業を行う。

● 施策の対象経費

□ 施設の改修等に係る経費（工事費等）
□ 拠点の立ち上げに係る経費（人件費、消耗品費等）
□ 送迎等に係る経費（賃借料、燃料費、保険料等）
□ 研修等に係る経費（謝金、旅費、会場借料等）

老人クラブ
ボランティア

民生委員
児童委員

医療機関

地域さ さ えあいネッ ト ワ ーク

住民主体の通いの場の機能

運動機能向上（体操等）、低栄養予防（会食等）、口腔
機能向上（体操等）、社会参加促進（ボランティア、茶
話会、趣味活動、就労的活動、多世代交流等）、認知
機能低下予防（多様な学びのプログラム） 等の取組

介護予防・ 地域さ さ えあいサポート 拠点

⇒移動手段の確保、配食、入浴補助

拠点の機能◆
基
本
機
能

･介護予防の取組

地域住民

・通いの場が減少した地域のサテライト運営
・身体機能が低下しても身近な場所での介護予防

の取組を効果的に支援するための機能 等

◆拡充機能
地域のニーズに
応じて機能を拡充

・子ども食堂の運営
・子育て支援・保育
・障害者支援
・困窮者支援

地域ささえあいネッ
トワークの支援

行政機関 専門機関

介護
事業所

地域包括
支援センター

通いの場

通いの場 通いの場

通いの場
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あったかふれあいセンター

①集い＋α（ 預かる・働く・送る・交わる・学ぶ等）

◆基本機能

②相談・訪問・つなぎ ③生活支援

地域で展開
サテライト

介護予防体操、
集い、交流など

保健機関

行政機関

専門機関

介護
事業所

医療機関

地域包括
支援センター等

「つながり」を実感できる地域福祉づくり

民生委員
・児童委員 地域住民

集落支援員
住民やNPO主体の取組
（ 子育てサークルなど）

社協

◆拡充機能 地域のニーズに応じて機能を拡充

①移動手段の確保

②配食

③泊まり

④介護予防

⑤認知症カフェ

⑥子ども食堂 等

協働した取組
の実施

より専門的
な支援への

つなぎ

○ あったかふれあいセンターの活動は、センターだけで完結するものではなく、地域住民や関係機関と
共に取り組んだり、より専門的な支援へつなぐ等、地域住民（ 利用者） を取り巻くさまざまな人や
資源と連携して取り組んでいます。

あったかふれあいセンター事業概要
資料２

（ 高知県提出資料）

「 204 0年に向けたサービス 提供体制等のあり 方」 検討会（ 第２ 回）

令和７ 年２ 月３ 日
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認知症およ び軽度 認知 障 害（ ＭＣ Ｉ ） の 高 齢者 数と 有 病率の 将来推 計

40
資料：「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」（令和５年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授）より厚生労働省にて作成

令和42年
(2060)

令和32年
(2050)

令和22年
(2040)

令和12年
(2030)

令和７ 年
(2025)

令和４ 年
（ 2022）

年

645.1万人586.6万人584.2万人523.1万人471.6万人443.2万人認知症高齢者数

17.7%15.1%14.9%14.2%12.9%12.3%
高齢者における
認知症有病率

• 2022年に認知症の地域悉皆調査（調査率80％以上）を実施した４地域（福岡県久山町、石川県中島町、愛媛県中山町、島根県海士町）において、新たに
推計した、 2022年の高齢者における認知症有病率（性年齢調整後）は、12.3％であり、また、高齢者におけるMCI有病率（性年齢調整後）は、15.5％であっ
た。

• 2022年の認知症およびMCIの性年齢階級別有病率が今後も一定と仮定した場合、2040年の認知症者高齢者数は584.2万人、MCI高齢者数は612.8万人と
推計された。

※ 軽度認知障害（MCI）：もの忘れなどの軽度認知機能障害が認められるが、日常生活は自立しているため、認知症とは診断されない状態。

令和42年
(2060)

令和32年
(2050)

令和22年
(2040)

令和12年
(2030)

令和７年
(2025)

令和４年
（2022）

年

632.2万人631.2万人612.8万人593.1万人564.3万人558.5万人MCI高齢者数

17.4%16.2%15.6%16.0%15.4%15.5%
高齢者における

MCI有病率

年齢階級別の有病率（2022年時点）

認知症 MCI

高齢者数と有病率の将来推計

認知症施策の こ れ ま で の 主な 取組

① 2000年に介護保険法を施行。 認知症ケアに多大な貢献。
・ 認知症に特化し たサービ ス と し て、 認知症グループホームを 法定。 ・ 介護保険の要介護（ 要支援） 認定者数は、

制度開始当初218万人→2018年4月末644万人と 3倍に増加。 ・ 要介護と なっ た原因の第1位は認知症。

② 2004年に「 痴呆」 →「 認知症」 へ用語を変更。

③ 2005年に「 認知症サポータ ー」 の養成開始。 ※90分程度の講習を受け、 認知症への理解を深める 。

④ 2012年にオレ ンジプラ ンを策定。

⑤ 2014年に認知症サミ ッ ト 日本後継イ ベント の開催。
※総理から 新たな戦略の策定について指示。

⑥ 2015年に新オレ ンジプラ ンを策定。

⑦ 2017年に介護保険法の改正。
※新オレ ンジプラ ンの基本的な考え方と し て、 介護保険法上、 以下の記載が新たに盛り 込ま れた。
・ 認知症に関する 知識の普及・ 啓発
・ 心身の特性に応じ たリ ハビ リ テーショ ン、 介護者支援等の施策の総合的な推進
・ 認知症の人及びその家族の意向の尊重 等

⑧ 2018年に認知症施策推進関係閣僚会議が設置

⑨ 2019年に認知症施策推進大綱を関係閣僚会議にて決定。

⑩ 2020年に介護保険法の改正。
・ 国・ 地方公共団体の努力義務を 追加（ 介護保険法第５ 条の２ ）
・ 「 認知症」 の規定について、 最新の医学の診断基準に則し 、 ま た、 今後の変化に柔軟に対応でき る 規定に見直す。

⑪ 2022年 認知症施策推進大綱中間評価

⑫ 2023年 共生社会の実現を推進する ための認知症基本法 成立

⑬ 2024年 認知症施策推進基本計画 閣議決定
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要

１ .目的

① 全ての認知症の人が、 基本的人権を享有する 個人と し て、 自ら の意思によ って日常生活及び社会生活を 営むこ と ができ る 。

② 共生社会の実現を 推進する ために必要な認知症に関する 正し い知識及び認知症の人に関する 正し い理解を 深める こ と ができ る 。

③ 日常生活又は社会生活を 営む上で障壁と なる も のの除去。 地域において安全にかつ安心し て自立し た日常生活を 営むこ と ができ る と と も に、 意見を

表明する 機会及び社会のあら ゆる 分野における 活動に参画する 機会を 確保する 。

④ 認知症の人の意向を 十分に尊重し つつ、 良質かつ適切な保健医療サービ ス 及び福祉サービ ス が切れ目なく 提供さ れる 。

⑤ 認知症の人のみなら ず家族等に対する 支援によ り 、 認知症の人及び家族等が地域において安心し て日常生活を 営むこ と ができ る 。

⑥ 共生社会の実現に資する 研究等の推進。 予防、 診断及び治療並びにリ ハビ リ テーショ ン 及び介護方法など 科学的知見に基づく 研究等の成果を 広く 国

民が享受でき る 環境を整備する 。

⑦ 教育、 地域づく り 、 雇用、 保健、 医療、 福祉その他の各関連分野における 総合的な取組と し て行われる 。

４ .認知症施策推進基本計画等

政府は、 認知症施策推進基本計画を 策定（ 認知症の人及び家族等によ り 構成さ れる 関係者会議の意見を 聴く 。 ）

都道府県・ 市町村は、 それぞれ都道府県計画・ 市町村計画を策定（ 認知症の人及び家族等の意見を 聴く 。 ） （ 努力義務）

２ .基本理念

国民は、 共生社会の実現を推進する ために必要な認知症に関する 正し い知識及び認知症の人に関する 正し い理解を 深め、 共生社会の実現に寄与する よ
う 努める 。 政府は、 認知症施策を実施する ため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を 講ずる 。

３ .国・ 地方公共団体等の責務等

認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を持っ て暮ら すこ と ができ る よ う 、 認知症施策を 総合的かつ計画的に推進

⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と 能力を十分に発揮し 、 相互に人格と 個性を 尊重し つつ支え合いながら 共生する 活力ある 社会（ ＝共生
社会） の実現を 推進

５ .基本的施策

①国民の理解､②バリ アフ リ ー､③社会参加､④意思決定・ 権利擁護､⑤保健医療･福祉､⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地方
公共団体への支援､⑫国際協力

６ .認知症施策推進本部

内閣に内閣総理大臣を 本部長 と する 認知症施策推進本部を 設置。 基本計画の案の作成・ 実施の推進等を つかさ ど る 。

※基本計画の策定に当たっ ては、 本部に、 認知症の人及び家族等によ り 構成さ れる 関係者会議を 設置し 、 意見を 聴く 。

令和５ 年６ 月14日成立
令和６ 年１ 月１ 日施行
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認知症施策推進基本計画の概要

• 地方自治体において、 地域の実情や特性に即し た取組を 創意工夫し ながら 実施
• 地方自治体の計画策定に際し ての柔軟な運用（ 既存の介護保険事業計画等と の一体的な策定など ）
• ①行政職員が､認知症カフ ェ 等様々な接点を 通じ て､認知症の人や家族等と 出会い･対話する ､②ピ アサポート 活動や本

人ミ ーティ ン グ等の当事者活動を 支援する 、 ③認知症の人や家族等の意見を 起点と し て､施策を 立案、 実施、 評価する

• 基本法に明記さ れた共生社会の実現を 目指す。
• 認知症の人本人の声を 尊重し 、 「 新し い認知症観」 ※に基づき 施策を 推進する 。

※①誰も が認知症になり 得る こ と を 前提に、 国民一人一人が自分ご と と し て理解する 。 ②個人と し てでき る こ と ･やり たいこ と があ り ､住
み慣れた地域で仲間と 共に､希望を 持っ て自分ら し く 暮ら すこ と ができ る 。

⇒ ①「 新し い認知症観」 に立つ､②自分ごと と し て考える ､③認知症の人等の参画･対話､④多様な主体の連携･協働

• 次の４ つの重点目標に即し た評価指標を 設定: ①「 新し い認知症観」 の理解、 ②認知症の人の意思の尊重、
③認知症の人・ 家族等の地域での安心な暮ら し 、 ④新たな知見や技術の活用

• 評価指標は、 重点目標に即し て、 プロ セス 指標、 アウ ト プッ ト 指標、 アウ ト カム指標を 設定

• 施策は、 認知症の人の声を 起点と し 、 認知症の人の視点に立っ て、 認知症の人や家族等と 共に推進する 。
⇒ 以下の12項目を 設定: ①国民の理解､②バリ アフ リ ー､③社会参加､④意思決定支援・ 権利擁護､⑤保健医療･福祉､⑥相
談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

前文／Ⅰ 認知症施策推進基本計画について／Ⅱ 基本的な方向性

Ⅲ 基本的施策

Ⅳ 第１ 期基本計画中に達成すべき 重点目標等

Ⅴ 推進体制等

【 計画の位置付け】 共生社会の実現を 推進する ための認知症基本法（ 令和５ 年法律第65号。 以下「 基本法」 と いう 。 ） に基づく 国の認知症施策の基本
計画。 こ れに基づき 、 地方自治体は推進計画を 策定（ 努力義務)。
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プラ ッ ト フ ォ ームについて（ 介護人材確保の例）

• 地域の関係者のネットワ ークで「プラットフォーム」を構築し、関係者間で地域の現状の共有を図るとともに、各地域や事業所
における課題を認識し、協働して課題解決に取り組む。※介護人材だけでなく、広く福祉人材の確保の観点から捉えることも必要

職場環境の改善
生産性向上・ 経営支援

【 取組例】
介護助手等への業務のタスク ・ シフト ／シェアを図るため
の業務整理・ 切り 出し支援
介護労働安定センターによる雇用管理改善・ 能力開発支援
生産性向上総合相談センターによるテク ノ ロジー導入支援

介護事業者

介護労働安定センター

福祉人材センター

介護生産性向上
総合相談センター

介護福祉士
養成施設等

職能団体

介護のイ メ ージ改善
理解促進

【 取組例】
介護福祉士による小中高への出前講座の実施
養成施設の学生による地域づく り への協力

介護事業者

教育委員会

福祉人材センター
（ コーディ ネーター的役割）

介護福祉士
養成施設等

介護生産性向上
総合相談センター

介護労働安定センター

ハローワーク

事業者団体
介護事業者

職能団体

都道府県（ 設置主体）

人材確保・ 定着
（ 外国人材の確保・ 定着含む）

介護事業者 介護事業者

【 取組例】
介護職員が介護福祉士養成施設のゲスト スピーカーに
介護事業者が共同で採用プロジェク ト を推進
外国人材のマッ チングから定着までの一体的支援

福祉人材
センター

ハロ ーワ ーク
介護福祉士
養成施設等

【 第２ 層レベル（ ※） 】 県よ り も 狭い圏域等 ＰＤＣＡ

【 第１ 層レベル】

地域の実情に応じ てプロ ジェ ク ト を創設、 Ｐ ＤＣ Ａ を回し て評価
意欲のある 関係者が集い、 介護人材に関わる 実践的な取組等を推進

（ 役割・ 機能）

第１ 層・ 第２ 層の構
成メ ンバーは地域の
実情に応じ てさ まざ
まな関係者が参画す
るこ と を想定

※地域の実情に応じて、第３層レベルなど、より重層的な取組も可能

市町村
既存の協議会等と
一体的に運営する
など 、 地域の実情
に応じ て適切な連
携・ 役割分担

参考資料２

第６ 回社会保障審議会福祉部会
福祉人材確保専門委員会

令和７ 年11月10日
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都道府 県に おけ る 生産性向上の 取組の 促進策の 全体像

情報提供・ 支援

研修・ 調査研究

KPIに関する データ の分析・

提供によ り 取組を 支援

介護事業者

介護現場
革新会議

（ 年２ 回程度開催）

（ 独） 福祉医療機構

（ 独） 中小企業基盤整備機構

よ ろず支援拠点

ハロ ーワ ーク

介護労働安定センタ ー

福祉人材センタ ー

シルバー人材センタ ー

経営支援

事業者の採用活動等の人材確保の支援

厚生労働省

研修 伴走支援 相談

他の機関
と の連携

試用貸出 機器展示

情報収集・ 整理

開催支援

方針提示

生産性向上に

関する 相談
支援提示

情報提供

◆都道府県が設定する 生産性向上に係る KPI例

・ 介護テク ノ ロ ジー導入率

・ 伴走支援によ る 効果（ 総業務時間・ 残業時間の縮減等）

・ 介護生産性向上総合相談セン タ ーにおける 相談件数、

研修受講者数、 試用貸出から 導入に至っ た割合等

・ 協働化・ 大規模化推進のためのネッ ト ワ ーキン グイ ベン ト

の開催実績 等

つなぎ
連携

※その他、 地域の実情に応じ た各種支援

地域における 課題や
解決策の検討

施策への意見収集
革新会議メ ンバー

間の連携強化

総合相談センタ ーの
運営方針の決定

介護テク ノ ロ ジー導入支援

都道府県が主体と なり 実施

介護生産性向上
総合相談センタ ー

◆革新会議参加メ ンバー

・ 全老健

・ 老施協

・ 介護福祉士会

・ グループホーム協会

・ ホームヘルパー協議会

・ 介護労働安定センタ ー

・ 福祉人材セン タ ー

・ ハロ ーワ ーク

・ 労働局

・ シルバー人材センタ ー

・ よ ろ ず支援拠点

・ 社会福祉協議会

・ PT/OT協会

・ 学識経験者、 学校関係者 等

KPIの設定
KPI達成のための
取組内容の検討

※地域医療介護総合確保基金で実施

資料３
社会保障審議会介護保険部会（ 第120回）

令和７ 年５ 月19日
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総合的な介護人材確保対策（主な取組）

②多様な人材の
確保・ 育成

○ 介護福祉士修学資金貸付、実務者研修受講資金貸付、介
護・障害福祉分野就職支援金貸付、再就職準備金貸付によ
る支援

○ 中高年齢者等の介護未経験者に対する入門的研修の実
施から、研修受講後の体験支援、マッチングまでを一体的に
支援

○ 多様な人材層の参入促進、介護助手等の普及促進
○ キャリアアップのための研修受講負担軽減や代替職員の確保支援
○ 福祉系高校に通う学生に対する返済免除付きの修学資金の貸付

を実施

③離職防止
定着促進
生産性向上

○ 介護ロボット・ＩＣＴ等テクノロジーの導入・活用の推進
○ 令和６年度介護報酬改定による生産性向上に係る取組の

推進（介護報酬上の評価の新設等）
○ 介護施設・事業所内の保育施設の設置・運営の支援

○ 生産性向上ガイドラインの普及、生産性向上の取組に関する相談を
総合的・横断的に取り扱うワンストップ相談窓口の設置

○ 悩み相談窓口の設置、若手職員の交流推進
○ オンライン研修の導入支援、週休３日制、介護助手としての就労や

副業・兼業等の多様な働き方を実践するモデル事業の実施

④介護職の
魅力向上

○ 民間事業者によるイベント、テレビ、SNSを活かした取組等を通じて
全国に向けた発信を行い、介護の仕事の社会的評価の向上を図ると
ともに、各地域の就職相談のできる場所や活用できる支援施策等の
周知を実施

○ 学生やその保護者、進路指導担当者等への介護の仕事の
理解促進

⑤外国人材の
受入れ環境整備

○ 介護福祉士を目指す留学生等の支援（介護福祉士修学資
金の貸付推進、日常生活面での相談支援等）

○ 介護福祉士国家試験に向けた学習支援（多言語の学習教
材の周知、国家試験対策講座の開催）

○ 海外13ヵ国、日本国内で特定技能「介護技能評価試験」等の実施
○ 海外向けオンラインセミナー等を通じた日本の介護についてのPR
○ 働きやすい職場環境の構築支援（国家資格の取得支援やメンタル

ヘルスのケアのための経費助成、eラーニングシステム等の支援ツー
ルの導入費用の助成、介護の日本語学習支援、巡回訪問等）
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①介護職員の
処遇改善

○ 介護人材の確保のため、これまでに累次の処遇改善を実施。
○ 令和６年度改定では、従来の３種類の加算の一本化や加算

率の引上げを行った。
○ さらに、令和６年度補正予算による賃上げに向けた支援や、

処遇改善加算の更なる取得促進に向けた取得要件の弾力化
（R７.2申請受付分～）を実施。

○ 令和７年度補正予算により、人材流出を防ぐための緊急的対応として、
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善に向けた支援を実施。

○ 介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和９年
度改定を待たずに、令和８年度改定において、以下の改正を実施。
・今回から、処遇改善加算の対象を介護従事者に拡大。
・生産性向上等に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設
・処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等
への処遇改善加算の新設。

施策名：ウ 介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・介護サービス需要の増加への対応や介護人材の確保が喫緊の課題となっており、サービス提供の存続にも関わる重要な問題で
ある。特に小規模法人を中心に、従来の方法や単独では必要な人材確保が難しい法人も多く、経営の効率も悪くなるという悪循
環に陥りがちである。

・また、 「省力化投資促進プラン」（令和７年６月13日）において、2040年に▲20％以上の業務効率化を図る必要があるとされており、
生産年齢人口が減少していく中、計画的かつ継続的に職場環境改善・生産性向上のための介護テクノロジー等の導入を図っていく
必要がある。

・こうした状況を踏まえ、介護現場の生産性向上の取組や、経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に取り組む介護サー
ビス事業者に対する支援を行うとともに、これらの支援を行う都道府県相談窓口等の機能強化を図り、伴走支援を充実させる。

・生産性向上の取組を通じた職場環境改善を推進するため、介護事業所において介護テクノロジー等を導入する費用及び地域全体で導入する費用の補助を行う。また、小
規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善等の取組など協働化等の支援を行うとともに、経営改善の支援に係るモデル的な事業を実施する。あわ
せてこれらに要する都道府県等の伴走支援の強化等を実施する。

・生産性向上の取組や経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善を推進することにより、介護人
材の確保や介護サービスの質の向上に繋げていく。

（１）生産性向上の取組を通じた職場環境改善
①生産性向上に資する介護テクノロジー等の導入

・見守り機器・介護記録ソフト・インカムについては、業務時間削減効果が確認されているため集中的に支援。特に、小規模事業者も含めこれらのテクノロジーがより広く
事業者へ普及するよう支援。そのため、介護テクノロジー等の導入にかかる費用を補助するとともに、導入等と一体的に実施する業務改善にかかる費用（※）を補助

（※）介護記録ソフトの導入前後の定着を促進する費用やWi-Fi環境整備費用も含む。
②地域全体で生産性向上の取組を普及・推進する事業の実施

・地域の複数事業所における機器の導入に向けた研修や、地域のモデル施設の育成など、都道府県等が主導して面的に生産性向上の取組を推進
・都道府県等が主導して、ケアマネ事業所と居宅サービス事業所の間でのケアプランデータ連携システム等の活用を地域で促進し、データ連携によるメリットや好事例を収集

（２）小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善など協働化等の支援、経営改善支援モデル事業の実施
①人材募集や一括採用、合同研修等の実施、事務処理部門の集約、協働化・大規模化にあわせて行う老朽設備の更新・整備のための支援等に加え、福祉医療機構
（WAM）による経営分析などを行うための費用を補助することにより、経営改善支援モデル事業を実施

②福祉医療機構における介護施設等の経営サポート事業の体制強化を実施（事業スキーム ： 国 → ＷＡＭ（実施主体） 、 運営費交付金の交付）
（３）都道府県等による伴走支援等の実施

・小規模事業所等に対するICT導入や協働化等の伴走支援等が着実に実施されるよう、必要な都道府県等の体制を整備

老健局高齢者支援課（内線3997）
社会・援護局福祉基盤課（内線2866）

令和７年度補正予算額 220億円

【実施主体】
都道府県 （都道府県から市町村への補助も可）

【負担割合】
（１）①、（２）①・・・国・都道府県４／５、事業者１／５
（１）②、（３）・・・国・都道府県 １０／１０
※国と都道府県の負担割合は以下の通り
（１）①、（２）①・・・国４／５、都道府県１／５
（１）②・・・国９／10、都道府県１／10 、（３）・・・国 10/10

【○介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等に対する支援】

ⅢⅡⅠ

2154321321

○○

国 都道府県 事業者
市町村

【事業スキーム】

※医療・介護等支援パッケージ
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• 都道府県が主体と なっ た介護現場の生産性向上を 推進する 取組の広がり は限定的であ り 、 ま た、 既存の生産性向上に係る 事業は数多
く あ る も のの、 実施主体や事業がバラ バラ であ り 、 一体的に実施する 必要がある 。

• こ のため、 都道府県の主導のも と 、 介護人材の確保・ 処遇改善、 介護ロ ボッ ト やICT等のテク ノ ロ ジーの導入、 介護助手の活用など 、
介護現場の革新、 生産性向上に関する 取組について、 ワ ン ス ト ッ プ型の総合的な事業者への支援を 可能と する 「 介護生産性向上推進
総合事業」 を 実施し 、 様々な支援・ 施策を 一括し て網羅的に取り 扱い、 適切な支援につなげる 。

１ 事 業 の 目 的

介護生産性向上推進総合事業（ 地域医療介護総合確保基金（ 介護従事者確保分） ）

２ 事 業 の 概 要 ・ ス キ ー ム 、 実 施 主 体 等

老健局高齢者支援課（ 内線3875）

〈事業イメージ〉

令和７ 年度当初予算額: 地域医療介護総合確保基金（ 介護従事者確保分） 97億円の内数（ 97億円の内数）

• 都道府県が主体と なり 、 「 介護生産性向上総合相談セン タ ー」 を 設置。 介護現場革新会議において策定する 基本方針に基づき 、 介護ロ
ボッ ト やICTの導入その他生産性向上に関する 支援・ 施策を 実施する ほか、 人材確保に関する 各種事業等と も 連携の上、 介護事業者等
に対し 、 ワ ン ス ト ッ プ型の相談支援を 実施する 。

【実施事項(必須)】
（ １ ） 介護現場革新会議の開催
（ ２ ） 介護生産性向上総合相談センターの設置

（ 介護ロボット・ICT等に係る相談窓口事業）
（ ３ ） 人材確保、生産性向上に係る各種支援業務との連携
【実施事項(任意)】
（ ４ ） 介護事業所の見える化に関する事業
（ ５ ） その他地域の実情に応じた各種支援事業

実施主体

国 都道府県
( 一部委託)

基金( 国2/3)
介護施
設等

一部助成

※改正介護保険法によ り 、 都道府県が介護現場の生産性向上を 推進する 努力義務規定が令和６ 年４ 月から 施行

令和５ 年度セン タ ー設置実績: ５ 道県
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地域の関係者が連携し た介護テク ノ ロ ジー導入等の伴走支援の例

＜モデル事業所の創設や伴走支援者育成を 通じ た伴走支援体制の強化＞
大分県各圏域（ ６ 圏域） にモデル事業所を 創設（ 伴走支援を 実施し た12事業所と 先進事業所２ 事

業所の全14施設） し 、 モデル事業所を 拠点と し た伴走支援体制や伴走支援者を 育成する ための仕組
みを 創設

① 窓口のホ ーム ページ（ KAIGO SW ITCH） に掲載し 、 取組を 県民、 介護事業所等に周知
（ R４ : 2事業所 R５ : ６ 事業所（ 内先進事業者２ 事業所） R６ : ６ 事業所）

② モデル事業所を 起点と し た、 圏域別セミ ナーの実施（ R７ ）
③ 「 伴走支援者育成」 研修の実施（ R７ ）

・ 対象: モデル事業所等先進施設のプロ ジェ ク ト リ ーダー
・ 修了者を 「 大分県伴走支援パート ナー」 に認証
・ 圏域別セミ ナーでの講師、 伴走支援への同行

※活動前（ 2023.8） ～活動後（ 2024.8） いずれも 8日間の調査
※夜勤帯1日当たり の平均値
※実施内容： 見守り シス テム導入・ 業務オペレ ーショ ンの変更等
※成果例： 定期巡回対応の時間を削減し 、 残業時間減、 休憩時間

の確保（ 「 その他」 の時間） を 実現

＜伴走支援の結果例＞＜伴走支援と は＞

生産性向上・ 職場環境改善に向けた業務改善活動を 介護事業
所で「 自律・ 自走」 でき る よ う になる こ と を 目指し 、 伴走支援
者が委員会メ ン バーの一員と し て介入し 、 課題や解決策を 自ら
導き 出せる よ う 支援する 。

＜伴走支援実施ま での流れ＞

介護現場革新会議 介護生産性向上総合相談セン タ ー大分県
設置・ 開催

大分県社協が受託

議題例: 総合相談センタ ーの運営方針の決定等

参加メ ンバー: 全老健・ 老施協・ 社協・ 介護福祉士養成校・ 労働局・

介護労働安定センタ ー・ 地域の介護テク ノ ロ ジー導入先進施設 等

介護事業者
伴走支援実施

介護テク ノ ロ ジー等の相談窓口

相談員: ２ 名

伴走支援員: 2名（ PT・ OT）

その他: 部長 1名 班長 1名

方針

資料３
社会保障審議会介護保険部会（ 第120回）

令和７ 年５ 月19日
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51.1%

69.6%

66.4%

49.9%

15.8%

7.0%

5.7%

5.7%

7.1%

9.6%

41.9%

24.7%

27.9%

43.1%

74.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ n= 3873)

介護老人福祉施設（ n= 1417）

介護老人保健施設（ n= 724）

特定施設入居者（ n= 706）

認知症対応型（ n= 1026）

現在、 導入（ 雇用） し ている 現在は導入（ 雇用） し ていないが、 過去、 導入（ 雇用） し ていた 一度も 導入（ 雇用） し たこ と がない

介護助手活用の現状について

【介護助手等の導入（ 雇用） の有無】

○ 現在、 介護助手等を 導入（ 雇用） し ている 介護施設・ 事業所は全体の約51％を 占めており 、 介護助手等と し て活

躍さ れている 方は、 女性が全体の約81％、 年齢は60歳以上が全体の約57％、 保有し ている 介護系の専門資格は「 い

ずれの資格も 保有し ていない」 が全体の約59％を 占めていた。
【性別】

18.9%

30.4%

9.5%

20.0%

12.8%

81.1%

69.6%

90.5%

80.0%

87.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ n= 434)

介護老人福祉施設（ n= 125）

介護老人保健施設（ n= 105）

特定施設入居者生活介護（ n= 110）

認知症対応型共同生活介護（ n= 94）

男性 女性

【保有している介護系の専門資格（ 複数回答） 】

※ 本調査において、「介護助手等」を以下のいずれの項目を満たした方と定義している。

１.介護施設・事業所もしくは介護施設・事業所を運営する法人と雇用関係にある（有償ボランディアや委託事業者の職員

は除く）

２.掃除や食事の配膳・片付け、ベッドメイキング、利用者の会話の相手、移動の付き添い、レクレーションの実施や補助、

送迎等、専門的な業務（身体介護等）以外の業務を主に行う。

【年齢】

【出典】令和４年度老健事業「介護助手等の導入に関する実態及び適切な業務の設定等に関

する調査研究事業報告書」

6.0%

3.1%

10.6%

5.4%

5.3%

7.6%

9.4%

9.6%

6.3%

4.3%

11.2%

13.4%

11.5%

11.7%

7.4%

18.6%

18.9%

16.3%

23.4%

14.9%

29.8%

28.3%

31.7%

29.7%

29.8%

26.8%

26.8%

20.2%

23.4%

38.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ n= 436)

介護老人福祉施設（ n= 127）

介護老人保健施設（ n= 104）

特定施設入居者生活介護（ n= 111）

認知症対応型共同生活介護（ n= 94）

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

13.5%

15.3%

15.7%

11.2%

11.1%

3.8%

4.0%

4.9%

2.8%

3.3%

25.5%

15.3%

31.4%

24.3%

34.4%

2.4%

1.6%

3.9%

1.9%

2.2%

0.2%

1.0%

0.2%

0.8%

6.4%

8.1%

4.9%

3.7%

8.9%

58.6%

63.7%

55.9%

61.7%

51.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ n= 423)

介護老人福祉施設

（ n= 124）

介護老人保健施設

（ n= 102）

特定施設入居者生活介護

（ n= 107）

認知症対応型共同生活介護

（ n= 90）
介護福祉士 実務者研修（ 旧ヘルパー１ 級）

介護職員初任者研修（ 旧ヘルパー２ 級） ケアマネジャ ー

社会福祉士 介護予防運動指導員

その他の資格 いずれの資格も 保有し ていない

特定施設入居者生活介護
（ n= 706）

認知症対応型共同生活介護
（ n= 1026）

令和５年９月８日 第223回社会保障審議会

介護給付費分科会より抜粋
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協働 化 ・ 大 規模 化 等 に よ る 介 護経 営 の 改 善 に 関す る 政 策 パ ッ ケ ー ジ

 経営課題や施設・ 事業所の属性別の協働化・ 大規模化に係る 取組例の作成・ 周知

 社会福祉連携推進法人の先行事例集の作成・ 周知

 都道府県別の社会福祉法人の経営状況の分析・ 公表・ 周知

 各都道府県に順次（ R5～） 設置さ れる ワ ン ス ト ッ プ窓口における 相談対応（ 生産性向上の観点から 経営改善に向けた取組を 支援）

 よ ろ ず支援拠点（ 中小企業・ 小規模事業者のための経営相談所） や（ 独） 福祉医療機構の経営支援の周知徹底

③ 「 協 働 化 ・ 大 規 模 化 等 の 実 施 」 段 階 に お け る 支 援 （ 財 政 支 援 ）

 第三者から の支援・ 仲介に必要な経費を 支出でき る こ と の明確化（ ※１ ） （ 合併手続き ガイ ド ラ イ ン等の改定・ 周知)

 社会福祉法人の合併手続き の明確化（ 合併手続き ガイ ド ラ イ ン等の周知）

 社会福祉連携推進法人の申請手続き の明確化（ マニュ アルの作成・ 周知)

 役員の退職慰労金に関する ルールの明確化（ ※２ ） （ 事務連絡の発出)

② 「 協 働 化 ・ 大 規 模 化 等 に 向 け た 検 討 」 段 階 に お け る 支 援 （ 手 続 き ・ 留 意 点 の 明 確 化 ）

① 「 経 営 課 題 へ の 気 づ き 」 の 段 階 に お け る 支 援 （ 選 択 肢 の 提 示 ）

○介護サービ ス 市場において人材確保が困難と なる 中、 介護施設・ 事業所が安定的に必要な事業を 継続し 、 地域における サービ ス
を 確保し 、 複雑化し たニーズに対応する ためには、 １ 法人１ 拠点と いっ た小規模経営について、 協働化・ 大規模化等によ る 経営
改善の取組が必要。

○こ う し た経営改善の取組を 推進する ため、 経営課題への気づき 、 協働化・ 大規模化等に向けた検討、 協働化・ 大規模化等の実施
の各段階に即し た対策を 講じ る 。

○すべての介護関係者に協働化・ 大規模化等の必要性と その方策を 認識し ても ら える よ う 、 厚生労働省と し てあら ゆる 機会を 捉え
て、 積極的に発信する 。
（ 厚生労働省H P上に特設ページ を 開設、 関係団体への説明・ 周知依頼、 関係団体機関誌等への寄稿、 その他各種説明会の実施等）

※１ 社会福祉法人において合理性を 判断の上支出
※２ 社会福祉法人について支給基準の客観性をよ

り 高める ために算定過程を見直し 、 支給基準を
変更する こ と は可能

 小規模法人等のネッ ト ワ ーク 化に向けた取組への支援

 事業者が協働し て行う 職場環境改善への支援（ 人材募集、 合同研修等の実施、 事務処理部門の集約等への支援）

 社会福祉連携推進法人の立上げに向けた取組への支援

 社会福祉法人の合併の際に必要な経営資金の優遇融資（ （ 独） 福祉医療機構によ る 融資）

令和６ 年６ 月18日 第７ 回デジタ ル
行財政改革会議

厚生労働大臣提出資料よ り 抜粋
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論 点⑤ 介 護事 業 者 の 連 携 強 化

・ 法定研修の共同開催
・ イ ベント 開催によ る 介護職の魅力発信

（ 参画法人・ 事業者数: ３ 法人・ ５ 事業所）

※ 「 介護現場の働き やすい職場環境づく り に向けた 経営の協働化・ 大規模化の進め方ガイ ド ラ イ ン」 をも と に作成 52

協働化事例

（ ５ 法人・ 23事業所）

取組内容

・ 研修のマン ネリ 化や講師の固定化の解消
・ 他事業所の取組を 知る こ と で、 自事業所の業務振り 返り
のき っ かけに

協働化の効果

・ 人材募集や研修の共同実施
・ 課題別セミ ナーの共同実施

取組内容

・ 事業所の課題に関する 問題認識を 共有でき た
・ 研修・ 講義の満足度が高く 、 経営面への効果につながる
実感を 得ら れた

協働化の効果

法人間のつながり
協働化前から 、 相談等ができ る よ う な法人間のつながり

があっ た

取組を 進める 上でのポイ ン ト

自治体の呼びかけ
自治体の呼びかけによ り 、 地域のつながり が生ま れた

取組を 進める 上でのポイ ン ト

地域の中核法人主導の協働化 自治体主導の協働化

つながり のない他法人と 連携し ていく こ と課題 課題

・ 賛同者を 増やし ていく こ と

・ 継続し た支援（ 財政的、 専門的助言等） の

ための自治体と の連携

資料１
(一部加工)

社会保障審議会介護保険部会（ 第126回）

令和７ 年10月9日

○ 地域や事業者の実情やニーズを 踏ま え、 介護サービス の経営の協働化・ 大規模化が進んでいく こ と は、 生産性向上
の観点から も 重要であり 、 各地域・ 事業者において様々な取組が行われている 。


